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第１章 調査の概要

１．調査目的

平成 24年 12 月に「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、各都道府県においては、地域

の実情に応じた消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる

啓発活動を推進する計画（以下「消費者教育推進計画」という）を策定するよう努めることとなっ

ており、本県では、平成 29年３月に策定しています。

高知県消費者教育推進計画は令和５年度から、第２期高知県消費者教育推進計画を施行する予定

であり、改定にあたり、高知県の実情を把握し、施策に反映させるため、消費生活に関する意識調

査を行いました。

２．調査項目

・消費者問題の関心度

・消費者トラブル防止のための行動

・消費者トラブルや被害

・消費者生活相談窓口の認知度

・注意点や対応方法を知りたい消費者トラブル

・消費者教育に適した場所

・情報収集の利用手段・メディア等

・消費生活に関する内容

・成年年齢の引下げ

・不安に思う消費者トラブル

３．実施概要

（１）調査対象：18 歳以上の一般県民 3,000 人及び、

18 歳未満の高校生 3,119 人（県立高校 13校の高校１・２年生）

（２）実施期間：令和４年９月７日～令和４年９月２８日

（３）調査方法：郵送配布、郵送回収またはＷＥＢ回答

（４）回 収 数：18 歳以上の一般県民 1,492 票（回収率 49.7％）

18 歳未満の高校生 1,471 票（回収率 47.2％）

４．報告書の見方

（１）回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下

第２位で四捨五入したものです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を

選ぶ方式）であっても合計値が100.0％にならない場合があります。このことは、本報告書

内の表においても反映しています。

（２）複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答は選択肢

ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示しています。そのため、合計が100.0％を

超える場合があります。

（３）＜第２章 調査の結果＞の表に記載されている全体の調査数と性別等の調査数の合計値に

ついて、無回答者は除いた表記としているため、必ずしも値が一致いたしません。
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第２章 調査の結果

１．調査対象者の属性

（１）性別

性別は、以下のとおりとなっている。

（２）年代

年代は、以下のとおりとなっている。

男性

45.2%
女性

53.5%

その他

1.2%

無回答

0.1%

（N=2,963）

17歳以下

49.6%

18～19歳

2.2%

20歳代

2.3%

30歳代

4.7%

40歳代

8.9%

50歳代

8.5%

60歳代

11.0%

70歳以上

12.7%

無回答

0.1%

（N=2,963）

図 性別

図 年代

項目
回答数
（人）

構成比
（％）

男性 1,340 45.2

女性 1,584 53.5

その他 36 1.2

無回答 3 0.1

計 2,963 100.0

項目
回答数
（人）

構成比
（％）

17歳以下 1,471 49.6

18～19歳 65 2.2

20歳代 68 2.3

30歳代 139 4.7

40歳代 264 8.9

50歳代 251 8.5

60歳代 325 11.0

70歳以上 376 12.7

無回答 4 0.1

計 2,963 100.0
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（３）職業

職業は、以下のとおりとなっている。

（４）子どもの状況

子どもの状況は、以下のとおりとなっている。

5.4 

0.5 

5.0 

13.9 

12.1 

10.1 

5.0 

1.3 

9.0 

5.0 

22.1 

10.1 

0.6 

0 10 20 30

農林業

漁業

商工サービス業自営

事務職

技術職

労務職

管理職

自由業

主婦・主夫

学生

無職

その他

無回答

（％）

（Ｎ=1,492） 項目
回答数
（人）

構成比
（％）

農林業 81 5.4

漁業 7 0.5

商工サービス業自営 75 5.0

事務職 207 13.9

技術職 180 12.1

労務職 151 10.1

管理職 74 5.0

自由業 20 1.3

主婦・主夫 134 9.0

学生 75 5.0

無職 329 22.1

その他 150 10.1

無回答 9 0.6

計 1,492 100.0

49.7 

12.8 

9.9 

7.8 

7.2 

2.3 

25.8 

0.7 

0 10 20 30 40 50 60

子どもは成人している

小・中学生の子どもがいる

高校生の子どもがいる

大学生、専門学校生等

の子どもがいる

就学前の子どもがいる

その他

子どもはいない

無回答

（％）
（Ｎ=1,492）

図 職業

図 子どもの状況

項目
回答数
（人）

構成比
（％）

子どもは成人している
（「３～４」を除く）

742 49.7

小・中学生の子ども
がいる

191 12.8

高校生の子どもがいる 147 9.9

大学生、専門学校生
等の子どもがいる

116 7.8

就学前の子どもがいる 108 7.2

その他 34 2.3

子どもはいない 385 25.8

無回答 10 0.7

計 1733 116.2

※複数回答のため100.0％を超えている

※18 歳未満の高校生（1,471 人）を除く

※18 歳未満の高校生（1,471 人）を除く
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（５）お住まいの場所

お住まいの場所（広域市町村圏）は、以下のとおりとなっている。

高知市

40.6%

安芸広域圏

8.1%

南国・香美広

域圏

11.0%

嶺北広域圏

0.7%

仁淀川広域圏

7.7%

高吾北広域圏

2.7%

高幡広域圏

7.8%

幡多広域圏

21.1%

無回答

0.2%

（N=2,963）

項目
回答数
（人）

構成比
（％）

高知市 1,204 40.6

安芸広域圏 241 8.1

南国・香美広域圏 326 11.0

嶺北広域圏 22 0.7

仁淀川広域圏 228 7.7

高吾北広域圏 80 2.7

高幡広域圏 232 7.8

幡多広域圏 624 21.1

無回答 6 0.2

計 2,963 100.0

図 お住まいの場所（広域市町村圏）
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２．消費生活について

（１）消費者問題の関心度

全体では、「どちらかといえば関心がある」（30.6％）が最も多く、次いで「どちらともいえない」

（26.8％）、「あまり関心がない」（18.7％）などとなっている。

性別にみると、男性は「どちらともいえない」（27.7％）、女性は「どちらかといえば関心がある」

（33.3％）、その他は「関心がない」（30.6％）がそれぞれ最も多くなっている。

年代別にみると、17 歳以下、18～19 歳は「どちらともいえない」が３割以上と最も多く、40 歳

代、60 歳代は「どちらかといえば関心がある」が４割以上と最も多くなっている。

居住地別にみると、南国・香美広域圏は「どちらかといえば関心がある」（36.7％）、幡多広域圏

は「どちらともいえない」（30.8％）がそれぞれ最も多くなっている。

関心がある

13.4%

どちらかと

いえば関心

がある

30.6%

どちらともい

えない

26.8%

あまり関心が

ない

18.7%

関心がない

9.9%

無回答

0.6%

（N=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) （1）+（2） （4）+（5）

調

査

数

（
人

）

関

心

が

あ

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

関

心

が

あ

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い あ

ま

り

関

心

が

な

い

関

心

が

な

い

無

回

答

【
関

心

が

あ

る

】

【
関

心

が

な

い

】

2,963 13.4 30.6 26.8 18.7 9.9 0.6 44.0 28.6

男性 1,340 13.8 27.5 27.7 19.2 11.2 0.6 41.3 30.4

女性 1,584 13.0 33.3 26.1 18.6 8.3 0.6 46.3 26.9

その他 36 11.1 25.0 25.0 8.3 30.6      - 36.1 38.9

17歳以下 1,471 6.8 23.7 31.5 22.2 15.8      - 30.5 38.0

18～19歳 65 1.5 29.2 32.3 27.7 9.2      - 30.7 36.9

20歳代 68 13.2 30.9 22.1 23.5 8.8 1.5 44.1 32.3

30歳代 139 15.8 39.6 17.3 23.0 3.6 0.7 55.4 26.6

40歳代 264 22.7 41.3 17.4 15.2 3.4      - 64.0 18.6

50歳代 251 19.9 38.6 25.1 12.4 3.6 0.4 58.5 16.0

60歳代 325 18.8 40.3 23.7 13.8 2.5 0.9 59.1 16.3

70歳以上 376 24.5 33.0 22.6 12.2 4.8 2.9 57.5 17.0

高知市 1,204 14.7 32.6 25.5 15.9 10.6 0.7 47.3 26.5

安芸広域圏 241 12.4 27.4 28.2 23.2 8.7      - 39.8 31.9

南国・香美広域圏 326 17.2 36.8 24.2 16.6 5.2      - 54.0 21.8

嶺北広域圏 22 4.5 50.0 13.6 27.3 4.5      - 54.5 31.8

仁淀川広域圏 228 12.7 31.1 23.7 20.2 12.3      - 43.8 32.5

高吾北広域圏 80 7.5 32.5 26.3 17.5 13.8 2.5 40.0 31.3

高幡広域圏 232 15.5 26.3 30.2 19.4 6.9 1.7 41.8 26.3

幡多広域圏 624 9.3 25.5 30.8 22.8 11.4 0.3 34.8 34.2

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

年

代

お

住

ま

い

の

場

所

１位

２位

問１ あなたは消費者問題についてどのくらい関心がありますか。（１つだけ○印）

図表 消費者問題の関心度

※【関心がある】：関心がある + どちらかといえば関心がある

【関心がない】：あまり関心がない + 関心がない
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（２）消費者トラブル防止のための行動

全体では、「行動していない」（48.3％）が最も多く、次いで「あまり行動していない」（23.7％）、

「どちらともいえない」（15.5％）などとなっている。

性別にみると、「行動している」と「やや行動している」を合わせた【行動している】の割合は男

性は 13.2％、女性は 11.3％、その他は 2.8％となっている。

年代別にみると、50 歳代では【行動している】の割合は 22.7％と他の年代と比べると多くなっ

ている。

居住地別にみると、南国・香美広域圏では【行動している】の割合は 15.4％と他の居住地と比べ

ると多くなっている。

行動している

2.6% やや行動し

ている

9.4%

どちらともい

えない

15.5%

あまり行動し

ていない

23.7%

行動してい

ない

48.3%

無回答

0.5%

（N=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) （1）+（2） （4）+（5）

調

査

数

（
人

）

行

動

し

て

い

る

や

や

行

動

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

行

動

し

て

い

な

い

行

動

し

て

い

な

い

無

回

答

【
行

動

し

て

い

る

】

【
行

動

し

て

い

な

い

】

2,963 2.6 9.4 15.5 23.7 48.3 0.5 12.0 72.0

男性 1,340 2.8 10.4 16.5 22.8 47.0 0.5 13.2 69.8

女性 1,584 2.5 8.8 14.3 24.6 49.2 0.5 11.3 73.8

その他 36 0.0 2.8 25.0 19.4 52.8      - 2.8 72.2

17歳以下 1,471 2.0 6.3 15.8 22.0 53.9      - 8.3 75.9

18～19歳 65 0.0 3.1 9.2 16.9 70.8      - 3.1 87.7

20歳代 68 2.9 8.8 11.8 14.7 60.3 1.5 11.7 75.0

30歳代 139 2.9 11.5 12.9 22.3 49.6 0.7 14.4 71.9

40歳代 264 3.8 12.5 16.3 32.2 35.2      - 16.3 67.4

50歳代 251 3.2 19.5 19.5 19.9 37.5 0.4 22.7 57.4

60歳代 325 4.0 11.1 19.4 27.7 36.9 0.9 15.1 64.6

70歳以上 376 2.9 12.0 10.4 27.1 45.5 2.1 14.9 72.6

高知市 1,204 2.9 10.2 15.6 23.7 47.0 0.6 13.1 70.7

安芸広域圏 241 2.5 6.2 15.8 29.0 46.5      - 8.7 75.5

南国・香美広域圏 326 2.8 12.6 15.0 25.2 44.2 0.3 15.4 69.4

嶺北広域圏 22 0.0 9.1 13.6 22.7 54.5      - 9.1 77.2

仁淀川広域圏 228 2.2 9.2 20.2 22.8 45.6      - 11.4 68.4

高吾北広域圏 80 1.3 7.5 13.8 27.5 48.8 1.3 8.8 76.3

高幡広域圏 232 0.9 10.8 18.5 22.8 45.3 1.7 11.7 68.1

幡多広域圏 624 2.9 7.5 12.8 21.5 55.1 0.2 10.4 76.6

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

年

代

お

住

ま

い

の

場

所

１位

２位

問２ あなたは消費者トラブル防止のために自分で情報収集をしたり、講座やイベントに参加するなどの行
動をとっていますか。（１つだけ○印）

図表 消費者トラブル防止のための行動

※【行動している】：行動している + やや行動している

【行動していない】：あまり行動していない + 行動していない
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問１「消費者問題の関心度」との関係をみると、【関心がある】と回答した人は【行動している】

の割合が 23.3％となっている一方、【関心がない】と回答した人は、【行動している】の割合が 3.0％

となっており、消費者問題に関心がある方が消費者トラブル防止のための行動をしていることが伺

える。

(1) (2) (3) (4) (5) （1）+（2） （4）+（5）

調

査

数

（
人

）

行

動

し

て

い

る

や

や

行

動

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

行

動

し

て

い

な

い 行

動

し

て

い

な

い

無

回

答

【
行

動

し

て

い

る

】

【
行

動

し

て

い

な

い

】
2,963 2.6 9.4 15.5 23.7 48.3 0.5 12.0 72.0

【関心がある】 1,302 5.4 17.9 19.9 27.4 29.3 0.2 23.3 56.7

【関心がない】 849 0.6 2.4 3.3 14.7 79.0      - 3.0 93.7

比率(％)

網掛け＝

全　体

（設問１）消費者

問題への関心

１位

２位

図表 消費者トラブル防止のための行動 －問１「消費者問題の関心度」との関係－

※【関心がある】：関心がある + どちらかといえば関心がある

【関心がない】：あまり関心がない + 関心がない

【行動している】：行動している + やや行動している

【行動していない】：あまり行動していない + 行動していない
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（３）行動していない理由

全体では、「特に理由はない」（35.2％）が最も多く、次いで「何をどう調べていいのか分からな

い、イベント等の開催情報を知らない」（31.5％）、「情報を調べたり、イベント等に参加するのは面

倒」（20.3％）などとなっている。

性別にみると、男性、その他は「特に理由はない」、女性は「何をどう調べていいのか分からない、

イベント等の開催情報を知らない」（33.7％）がそれぞれ最も多くなっている。

年代別にみると、17 歳以下は「特に理由はない」（44.4％）、18～19 歳は「何をどう調べていいの

か分からない、イベント等の開催情報を知らない」（36.8％）、30 歳代は「忙しくて情報を調べた

り、イベント等に参加する時間がない」（36.0％）がそれぞれ最も多くなっている。

居住地別にみると、高吾広域圏は「何をどう調べていいのか分からない、イベント等の開催情報

を知らない」（36.1％）高幡広域圏は「特に理由はない」（38.6％）がそれぞれ最も多くなっている。

31.5 

20.3 

19.7 

9.5 

2.5 

35.2 

0.8 

0 10 20 30 40

何をどう調べていいのか分からない、

イベント等の開催情報を知らない

情報を調べたり、イベント等に

参加するのは面倒

忙しくて情報を調べたり、

イベント等に参加する時間がない

消費者トラブルは、身近な問題

ではないと感じる

その他

特に理由はない

無回答

（％）
（Ｎ=2,133）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
調
査
数

（
人

）

何

を

ど

う

調

べ

て

い

い

の

か

分

か

ら

な

い

、
イ

ベ

ン

ト

等

の

開

催

情

報

を

知

ら

な

い

情
報
を
調
べ
た
り

、
イ
ベ
ン
ト

等
に
参
加
す
る
の
は
面
倒

忙
し
く
て
情
報
を
調
べ
た
り

、

イ
ベ
ン
ト
等
に
参
加
す
る
時
間

が
な
い

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
は

、
身
近
な

問
題
で
は
な
い
と
感
じ
る

そ
の
他

特
に
理
由
は
な
い

無
回
答

2,133 31.5 20.3 19.7 9.5 2.5 35.2 0.8

男性 936 28.7 21.6 17.9 10.6 2.7 38.5 0.6

女性 1,169 33.7 19.6 21.5 8.5 2.2 32.3 0.9

その他 26 26.9 11.5 7.7 15.4 7.7 42.3      -

17歳以下 1,117 37.0 17.9 15.1 6.5 1.3 44.4      -

18～19歳 57 36.8 21.1 17.5 5.3 1.8 33.3      -

20歳代 51 35.3 25.5 29.4 9.8      - 25.5      -

30歳代 100 22.0 27.0 36.0 18.0 3.0 16.0 1.0

40歳代 178 23.0 26.4 33.1 15.2 2.8 21.9      -

50歳代 144 25.7 22.2 34.0 14.6 3.5 22.2 0.7

60歳代 210 28.6 18.6 22.4 13.3 3.3 23.3 2.9

70歳以上 273 21.2 23.4 12.8 9.9 6.2 31.1 3.3

高知市 851 29.6 22.9 20.6 9.6 2.9 35.3 0.8

安芸広域圏 182 34.1 14.8 17.6 12.1 2.2 35.7 0.5

南国・香美広域圏 226 29.6 26.5 24.3 10.6 3.1 28.3 1.8

嶺北広域圏 17 35.3 5.9 11.8 11.8 5.9 35.3 5.9

仁淀川広域圏 156 28.8 22.4 19.9 10.9 1.9 35.3 0.6

高吾北広域圏 61 36.1 14.8 26.2 9.8 1.6 31.1      -

高幡広域圏 158 31.6 18.4 17.1 6.3 1.9 38.6 1.3

幡多広域圏 478 34.5 16.3 17.2 8.2 1.9 37.4 0.2

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

年
代

お
住
ま
い
の
場
所

１位

２位

副問１（問２で「４（あまり行動していない）」または「５（行動していない）」を選んだ方のみお答えください。）

行動していないのは、なぜですか。（当てはまるものすべてに○印）

図表 行動していない理由
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（４）消費者トラブルや被害の経験

全体では、「ない」（79.1％）、「ある」（20.2％）となっている。

性別にみると、すべての性別で「ない」が７割以上となっている。

年代別にみると、すべての年代で「ない」が６割以上となっているが、30 歳代、40 歳代、50 歳

代は「ある」が３割以上と他の年代より多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「ない」が７割以上となっているが、南国・香美広域圏は

「ある」（25.5％）が他の居住地より多くなっている。

ある

20.2%

ない

79.1%

無回答

0.7%

（N=2,963）

(1) (2)

調

査

数

（
人

）

あ

る

な

い

無

回

答

2,963 20.2 79.1 0.7

男性 1,340 18.1 81.0 1.0

女性 1,584 22.2 77.3 0.5

その他 36 13.9 86.1      -

17歳以下 1,471 14.8 85.2      -

18～19歳 65 16.9 83.1      -

20歳代 68 19.1 79.4 1.5

30歳代 139 38.8 61.2      -

40歳代 264 33.0 66.7 0.4

50歳代 251 32.7 66.5 0.8

60歳代 325 23.4 74.8 1.8

70歳以上 376 15.7 81.6 2.7

高知市 1,204 20.5 78.7 0.8

安芸広域圏 241 22.4 76.3 1.2

南国・香美広域圏 326 25.5 73.9 0.6

嶺北広域圏 22 22.7 77.3      -

仁淀川広域圏 228 15.8 83.3 0.9

高吾北広域圏 80 21.3 77.5 1.3

高幡広域圏 232 20.3 79.3 0.4

幡多広域圏 624 17.6 82.2 0.2

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

年

代

お

住

ま

い

の

場

所

１位

２位

問３ あなたやあなたの家族が、これまで商品を購入したりサービスを利用したときに、不満を持ちながら諦
めた場合を含め、トラブルや被害にあったことがありますか。（１つだけ○印）

図表 消費者トラブルや被害の経験
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問１「消費者問題の関心度」との関係をみると、【関心がある】と回答した人は消費者トラブルや

被害の経験が【ある】の割合が 28.5％となっている一方、【関心がない】と回答した人は消費者ト

ラブルや被害の経験が【ある】の割合が 12.6％となっており、消費者トラブルや被害の経験がある

人の方が消費者問題に関心があることが伺える。

問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係をみると、【行動している】と回答した人は消

費者トラブルや被害の経験が【ある】の割合が 37.3％となっている一方、【行動していない】と回

答した人は消費者トラブルや被害の経験が【ある】の割合が 17.5％となっており、消費者トラブル

や被害の経験がある人の方が消費者トラブル防止のための行動していることが伺える。

(1) (2)

調

査

数

（
人

）

あ

る

な

い

無

回

答

2,963 20.2 79.1 0.7

【関心がある】 1,302 28.5 70.9 0.6

【関心がない】 849 12.6 86.8 0.6

比率(％)

網掛け＝

全　体

（設問１）消費者問題

への関心

１位

２位

(1) (2)

調

査

数

（
人

）

あ

る

な

い

無

回

答

2,963 20.2 79.1 0.7

【行動している】 357 37.3 61.3 1.4

【行動していない】 2,133 17.5 82.2 0.3

（設問２）消費者被害防止

のための行動

比率(％)

網掛け＝

全　体

１位

２位

図表 消費者トラブルや被害の経験 －問１「消費者問題の関心度」との関係－

図表 消費者トラブルや被害の経験 －問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係－

※【関心がある】：関心がある + どちらかといえば関心がある

【関心がない】：あまり関心がない + 関心がない

※【行動している】：行動している + やや行動している

【行動していない】：あまり行動していない + 行動していない
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（５）消費者トラブルや被害の内容

全体では、「商品、サービスの内容に関するもの」（45.7％）が最も多く、次いで「架空請求、不

当請求、振り込め詐欺などに関するもの」（25.5％）、「販売方法に関するもの」（19.5％）などとな

っている。

性別にみると、男性、女性は「商品、サービスの内容に関するもの」が最も多くなっている。

年代別にみると、すべての年代で「商品、サービスの内容に関するもの」が最も多く、特に 70歳

以上では約６割（57.6％）と多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「商品、サービスの内容に関するもの」が最も多くなって

いる。

45.7 

25.5 

19.5 

14.0 

11.7 

10.9 

9.3 

8.7 

8.0 

5.5 

0.7 

0 10 20 30 40 50

商品、サービスの内容に関するもの

架空請求、不当請求、振り込め詐欺

などに関するもの

販売方法に関するもの

事後の対応、苦情への対応に関するもの

食の安全に関するもの

解約、返品、交換に関するもの

商品、サービスの価格に関するもの

個人情報に関するもの

内容、価格以外の契約に関するもの

その他

無回答

（％）（Ｎ=599）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
調
査
数

（
人

）

商
品

、
サ
ー

ビ
ス
の
内
容

に
関
す
る
も
の

架
空
請
求

、
不
当
請
求

、

振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
関

す
る
も
の

販
売
方
法
に
関
す
る
も
の

事
後
の
対
応

、
苦
情
へ
の

対
応
に
関
す
る
も
の

食
の
安
全
に
関
す
る
も
の

解
約

、
返
品

、
交
換
に
関

す
る
も
の

商
品

、
サ
ー

ビ
ス
の
価
格

に
関
す
る
も
の

個
人
情
報
に
関
す
る
も
の

内
容

、
価
格
以
外
の
契
約

に
関
す
る
も
の

そ
の
他

無
回
答

599 45.7 25.5 19.5 14.0 11.7 10.9 9.3 8.7 8.0 5.5 0.7

男性 242 46.7 30.6 18.6 12.8 7.4 10.3 9.5 7.4 8.3 6.2 0.8

女性 352 45.5 22.2 19.9 15.1 14.8 11.1 9.4 9.1 8.0 5.1 0.6

その他 5 20.0 20.0 40.0      -      - 20.0      - 40.0      -      -      -

17歳以下 217 50.7 31.8 11.5 7.4 15.7 6.5 5.1 7.8 5.1 3.7      -

18～19歳 11 54.5 18.2 9.1 9.1      - 9.1 9.1 9.1      -      -      -

20歳代 13 46.2 15.4 30.8 30.8 7.7 15.4 15.4 23.1 7.7 7.7      -

30歳代 54 48.1 25.9 20.4 20.4 11.1 14.8 5.6 3.7 5.6 5.6      -

40歳代 87 37.9 28.7 29.9 11.5 9.2 9.2 10.3 11.5 9.2 3.4 1.1

50歳代 82 30.5 25.6 20.7 23.2 9.8 20.7 11.0 9.8 8.5 3.7      -

60歳代 76 44.7 15.8 23.7 22.4 7.9 10.5 13.2 7.9 14.5 13.2 2.6

70歳以上 59 57.6 13.6 25.4 10.2 11.9 11.9 18.6 8.5 11.9 8.5 1.7

高知市 247 44.5 23.1 25.9 16.2 8.9 11.3 10.9 10.5 9.3 6.5 0.4

安芸広域圏 54 50.0 27.8 18.5 16.7 14.8 9.3 7.4 3.7 7.4 9.3      -

南国・香美広域圏 83 45.8 22.9 16.9 10.8 13.3 8.4 6.0 3.6 8.4 4.8 2.4

嶺北広域圏 5 80.0 40.0 20.0 20.0 20.0      - 20.0      -      -      -      -

仁淀川広域圏 36 52.8 13.9 8.3 11.1 22.2 8.3 8.3 8.3 5.6 11.1      -

高吾北広域圏 17 47.1 35.3 17.6 11.8 5.9 11.8 17.6 11.8 11.8      -      -

高幡広域圏 47 46.8 29.8 17.0 8.5 14.9 14.9 8.5 2.1 4.3 4.3      -

幡多広域圏 110 41.8 31.8 12.7 13.6 10.9 11.8 8.2 13.6 7.3 1.8 0.9

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

副問１（問３で「１（ある）」を選んだ方のみお答えください。）

それはどのようなトラブルや被害でしたか。（当てはまるものすべてに○印）

図表 消費者トラブルや被害の内容
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（６）消費者トラブルや被害にあった理由

全体では、「商品やサービスについての説明が不十分だったから」（21.5％）が最も多く、次いで

「意図的にだまそうという悪意がある事業者だったから」（20.5％）、「事業者に消費者保護の意識

が薄く、自社の利益追求が優先されているから」（18.5％）などとなっている。

性別にみると、すべての性別で「商品やサービスについての説明が不十分だったから」が最も多

くなっている。

年代別にみると、17 歳以下、40 歳代は「商品やサービスについての説明が不十分だったから」

が最も多くなっている。

居住地別にみると、高知市は「意図的にだまそうという悪意がある事業者だったから」（24.7％）、

高吾北広域圏は「商品やサービスについての説明が不十分だったから」（41.2％）がそれぞれ最も多

くなっている。

21.5 

20.5 

18.5 

8.2 

6.8 

6.2 

3.7 

9.7 

4.8 

0 10 20 30

商品やサービスについての

説明が不十分だったから

意図的にだまそうという悪意が

ある事業者だったから

事業者に消費者保護の意識が薄く、

自社の利益追求が優先されているから

自分の消費生活に関する情報に

関心を持つ度合いが低いから

商品の購入やサービスの利用にあたって、

契約内容を理解できていなかったから

誰にも相談せず、自分一人で

解決しようとしたから

人に勧められ、内容を十分検討する

ことなく、無意識的に契約したから

その他

無回答

（％）

（Ｎ=599）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
調
査
数

（
人

）

商
品
や
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
の

説
明
が
不
十
分
だ
っ
た
か
ら

意
図
的
に
だ
ま
そ
う
と
い
う
悪

意
が
あ
る
事
業
者
だ
っ
た
か
ら

事

業

者

に

消

費

者

保

護

の

意

識

が

薄

く

、
自

社

の

利

益

追

求

が

優

先

さ

れ

て

い

る

か

ら

自
分
の
消
費
生
活
に
関
す
る
情

報
に
関
心
を
持
つ
度
合
い
が
低

い
か
ら

商

品

の

購

入

や

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

に

あ

た

っ
て

、
契

約

内

容

を

理

解

で

き

て

い

な

か

っ
た

か

ら

誰
に
も
相
談
せ
ず

、
自
分
一
人

で
解
決
し
よ
う
と
し
た
か
ら

人

に

勧

め

ら

れ

、
内

容

を

十

分

検

討

す

る

こ

と

な

く

、
無

意

識

的

に

契

約

し

た

か

ら

そ
の
他

無
回
答

599 21.5 20.5 18.5 8.2 6.8 6.2 3.7 9.7 4.8

男性 242 23.1 21.9 19.0 7.4 4.5 4.5 4.5 12.0 2.9

女性 352 20.2 19.9 18.2 8.5 8.2 7.4 3.1 8.2 6.3

その他 5 40.0      - 20.0 20.0 20.0      -      -      -      -

17歳以下 217 31.8 17.5 16.6 10.6 4.6 7.4 2.3 9.2      -

18～19歳 11      - 9.1 27.3 27.3 18.2      -      - 9.1 9.1

20歳代 13 7.7 15.4 38.5 7.7 7.7 7.7      -      - 15.4

30歳代 54 14.8 22.2 20.4 7.4 5.6 3.7 5.6 9.3 11.1

40歳代 87 23.0 21.8 12.6 4.6 4.6 8.0 6.9 13.8 4.6

50歳代 82 9.8 29.3 22.0 7.3 8.5 6.1 2.4 8.5 6.1

60歳代 76 18.4 22.4 22.4 6.6 9.2      - 1.3 10.5 9.2

70歳以上 59 15.3 16.9 16.9 5.1 11.9 10.2 8.5 8.5 6.8

高知市 247 17.4 24.7 19.4 7.7 9.3 5.7 2.8 9.3 3.6

安芸広域圏 54 20.4 18.5 13.0 16.7 3.7 7.4      - 14.8 5.6

南国・香美広域圏 83 22.9 13.3 12.0 8.4 3.6 8.4 9.6 14.5 7.2

嶺北広域圏 5      - 20.0 60.0      -      -      -      - 20.0      -

仁淀川広域圏 36 27.8 13.9 11.1 8.3 5.6 5.6 8.3 11.1 8.3

高吾北広域圏 17 41.2 17.6 17.6      - 5.9 5.9 5.9 5.9      -

高幡広域圏 47 23.4 21.3 25.5      - 8.5 6.4 2.1 6.4 6.4

幡多広域圏 110 25.5 20.0 21.8 10.0 5.5 5.5 1.8 5.5 4.5

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

副問２（問３で「１（ある）」を選んだ方のみお答えください。）

そのトラブルや被害にあった一番の原因は何だと思いますか。（１つだけ○印）

図表 消費者トラブルや被害にあった理由
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（７）消費者トラブルや被害にあった時の相談先

全体では、「どこにも相談しなかった」（36.1％）が最も多く、次いで「家族、友人、同僚などの

身近な人」（34.1％）、「商品、サービスの販売店、代理店など」（15.4％）、などとなっている。

性別にみると、女性は「家族、友人、同僚などの身近な人」（38.1％）が最も多くなっている。

年代別にみると、17 歳以下は「どこにも相談しなかった」（45.6％）、20歳代は「家族、友人、同

僚などの身近な人」（61.5％）がそれぞれ最も多くなっている。

居住地別にみると、幡多広域圏は「家族、友人、同僚などの身近な人」（40.9％）が最も多くなっ

ている。

34.1 

15.4 

11.0 

9.0 

5.5 

2.2 

0.3 

0.3 

0.2 

2.5 

36.1 

6.8 

0 10 20 30 40

家族、友人、同僚などの身近な人

商品、サービスの販売店、代理店など

消費生活センターや市町村の

消費生活相談窓口

商品、サービスの提供元で

あるメーカーなど

警察

弁護士、司法書士

地域包括支援センター、

あったかふれあいセンター

学校の教職員

民生委員、児童委員

その他

どこにも相談しなかった

無回答

（％）
（Ｎ=599）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
調
査
数

（
人

）

家
族

、
友
人

、
同
僚
な
ど
の
身

近
な
人

商

品

、
サ
ー

ビ

ス

の

販

売

店

、

代

理

店

な

ど

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

や
市
町
村

の
消
費
生
活
相
談
窓
口

商
品

、
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
元
で

あ
る
メ
ー

カ
ー

な
ど

警
察

弁

護

士

、
司

法

書

士

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ
ー

、

あ

っ

た

か

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ

ー

学
校
の
教
職
員

民
生
委
員

、
児
童
委
員

そ
の
他

ど
こ
に
も
相
談
し
な
か
っ
た

無
回
答

599 34.1 15.4 11.0 9.0 5.5 2.2 0.3 0.3 0.2 2.5 36.1 6.8

男性 242 28.5 14.5 9.1 8.7 6.6 2.5 0.8 0.8 0.4 2.9 42.1 5.8

女性 352 38.1 16.2 12.5 9.4 4.5 2.0      -      -      - 2.3 31.5 7.7

その他 5 20.0      -      -      - 20.0      -      -      -      -      - 60.0      -

17歳以下 217 42.9 11.5 1.8 7.4 2.3 0.9      - 0.5      - 1.4 45.6      -

18～19歳 11 45.5 9.1 18.2      -      -      -      -      -      -      - 27.3      -

20歳代 13 61.5 7.7 15.4      - 7.7      -      -      -      -      - 23.1 15.4

30歳代 54 38.9 20.4 7.4 7.4 5.6      -      -      -      - 1.9 22.2 16.7

40歳代 87 35.6 18.4 16.1 10.3 10.3 5.7      -      -      - 3.4 32.2 6.9

50歳代 82 24.4 15.9 25.6 9.8 12.2 4.9 1.2      -      - 4.9 26.8 7.3

60歳代 76 18.4 18.4 15.8 11.8 3.9      -      -      -      - 5.3 31.6 15.8

70歳以上 59 20.3 18.6 11.9 13.6 3.4 3.4 1.7 1.7 1.7      - 42.4 10.2

高知市 247 35.6 15.4 13.0 7.7 6.1 2.0 0.4 0.4      - 2.0 36.8 5.3

安芸広域圏 54 29.6 18.5 13.0 14.8 5.6      -      -      -      - 3.7 37.0 5.6

南国・香美広域圏 83 25.3 14.5 12.0 9.6 4.8 2.4      -      -      - 4.8 34.9 12.0

嶺北広域圏 5 20.0      - 20.0      -      -      -      -      -      -      - 60.0      -

仁淀川広域圏 36 36.1 30.6 2.8 11.1 2.8      -      -      -      - 5.6 27.8 8.3

高吾北広域圏 17 35.3 5.9 11.8      - 5.9 5.9      -      -      - 5.9 35.3 11.8

高幡広域圏 47 29.8 14.9 6.4 14.9 2.1      -      -      -      -      - 34.0 10.6

幡多広域圏 110 40.9 11.8 9.1 7.3 7.3 4.5 0.9 0.9 0.9 0.9 37.3 4.5

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

副問３（問３で「１（ある）」を選んだ方のみお答えください。）

トラブルや被害にあった時に、どこへ相談しましたか。（当てはまるものすべてに○印）

図表 消費者トラブルや被害にあった時の相談先
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（８）相談しなかった理由

全体では、「被害が小さいなど、相談するほどのトラブルとは思わなかった」（46.8％）が最も多

く、次いで「相談しても仕方ないと思った」（36.1％）、「相談するのが面倒だった」（24.1％）など

となっている。

性別にみると、男性、女性は「被害が小さいなど、相談するほどのトラブルとは思わなかった」

が最も多くなっている。

年代別にみると、17 歳以下は「被害が小さいなど、相談するほどのトラブルとは思わなかった」

（52.5％）、30 歳代、60歳代は「相談しても仕方ないと思った」（ともに 58.3％）がそれぞれ最も

多くなっている。

居住地別にみると、高幡広域圏は「相談しても仕方ないと思った」（43.8％）が最も多くなってい

る。

46.8 

36.1 

24.1 

11.6 

9.3 

6.0 

7.9 

0.9 

0 10 20 30 40 50

被害が小さいなど、相談するほどの

トラブルとは思わなかった

相談しても仕方ないと思った

相談するのが面倒だった

どこに相談すればよいか分からなかった

気まずい思いをしたり、揉(も)めごとに

なるのが心配だった

忙しくて相談する時間がなかった

その他

無回答

（％）

（Ｎ=216）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
調
査
数

（
人

）

被
害
が
小
さ
い
な
ど

、
相
談
す

る
ほ
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
と
は
思
わ

な
か
っ
た

相

談

し

て

も

仕

方

な

い

と

思

っ

た 相
談
す
る
の
が
面
倒
だ
っ
た

ど
こ
に
相
談
す
れ
ば
よ
い
か
分

か
ら
な
か
っ
た

気
ま
ず
い
思
い
を
し
た
り

、
揉

(

も

)

め
ご
と
に
な
る
の
が
心

配
だ
っ
た

忙

し

く

て

相

談

す

る

時

間

が

な

か

っ

た

そ

の

他

無
回
答

216 46.8 36.1 24.1 11.6 9.3 6.0 7.9 0.9

男性 102 43.1 33.3 27.5 13.7 7.8 7.8 12.7 1.0

女性 111 49.5 37.8 19.8 9.9 10.8 3.6 3.6 0.9

その他 3 66.7 66.7 66.7      -      - 33.3      -      -

17歳以下 99 52.5 24.2 34.3 8.1 6.1 4.0 7.1      -

18～19歳 3 33.3 33.3 33.3      -      -      -      -      -

20歳代 3 66.7      -      -      -      -      - 33.3      -

30歳代 12 25.0 58.3 25.0      - 33.3 8.3      -      -

40歳代 28 39.3 42.9 10.7 25.0 3.6 10.7 14.3      -

50歳代 22 45.5 40.9 13.6 22.7 9.1 4.5 4.5 4.5

60歳代 24 41.7 58.3 16.7 12.5 20.8 8.3 8.3      -

70歳以上 25 48.0 44.0 16.0 8.0 8.0 8.0 8.0 4.0

高知市 91 46.2 34.1 24.2 11.0 6.6 8.8 9.9 2.2

安芸広域圏 20 55.0 30.0 30.0 5.0 15.0 5.0      -      -

南国・香美広域圏 29 41.4 37.9 17.2 17.2 6.9      - 3.4      -

嶺北広域圏 3 66.7 33.3      -      - 66.7      - 33.3      -

仁淀川広域圏 10 30.0 40.0 20.0 20.0 40.0 10.0 10.0      -

高吾北広域圏 6 83.3 50.0 16.7 16.7      -      -      -      -

高幡広域圏 16 37.5 43.8 12.5 6.3 18.8 12.5 12.5      -

幡多広域圏 41 48.8 36.6 34.1 12.2      - 2.4 7.3      -

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

副問４（問３の副問３で「11（どこにも相談しなかった）」を選んだ方のみお答えください。）

どこにも相談しなかったのは、なぜですか。（３つまで○印）

図表 相談しなかった理由
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（９）消費者トラブルや被害にあわないための重要なこと

全体では、「契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する」（77.3％）が最も多く、次い

で「家族に相談する」（48.4％）、「事業者が商品・サービスの内容等について分かりやすく説明・表

示する」（30.1％）などとなっている。

性別にみると、すべての性別で「契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する」が最も

多くなっている。

年代別にみると、すべての年代で「契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する」が最

も多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する」

が最も多くなっている。

77.3 

48.4 

30.1 

27.9 

19.1 

17.6 

11.5 

9.2 

8.4 

2.9 

0.6 

1.1 

0 20 40 60 80

契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する

家族に相談する

事業者が商品・サービスの内容等について

分かりやすく説明・表示する

商品を購入したりサービスを利用するうえで、

トラブルや被害にあった事案に関する情報が提供される

消費者の相談に対応するための身近な

行政相談窓口を充実させる

学校における消費者教育を充実させる

知人、地域などでトラブルや被害にあった

事案に関する情報交換、声かけをする

消費生活に関する学習機会が提供される

事業者が相談窓口を充実させる

民生委員・児童委員や地域包括支援センター

などに見守り活動をしてもらう

その他

無回答

（％）
（Ｎ=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
調
査
数

（
人

）

契
約
の
際
に
は
冷
静
に
な

っ
て

考
え
る
な
ど
慎
重
に
行
動
す
る

家
族
に
相
談
す
る

事
業
者
が
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
内

容
等
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説

明
・
表
示
す
る

商

品

を

購

入

し

た

り

サ
ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

う

え

で

、
ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

に

あ

っ

た

事

案

に

関

す

る

情

報

が

提

供

さ

れ

る

消
費
者
の
相
談
に
対
応
す
る
た

め
の
身
近
な
行
政
相
談
窓
口
を

充
実
さ
せ
る

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
を

充
実
さ
せ
る

知
人

、
地
域
な
ど
で
ト
ラ
ブ
ル
や

被
害
に
あ
っ
た
事
案
に
関
す
る
情

報
交
換

、
声
か
け
を
す
る

消
費
生
活
に
関
す
る
学
習
機
会

が
提
供
さ
れ
る

事
業
者
が
相
談
窓
口
を
充
実
さ

せ
る

民
生
委
員
・
児
童
委
員
や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
見
守
り

活
動
を
し
て
も
ら
う

そ
の
他

無
回
答

2,963 77.3 48.4 30.1 27.9 19.1 17.6 11.5 9.2 8.4 2.9 0.6 1.1
男性 1,340 80.1 44.9 31.0 28.4 18.8 15.3 11.1 9.7 8.6 3.4 0.4 1.1
女性 1,584 75.4 51.5 29.6 27.5 19.3 19.3 12.0 8.7 8.3 2.7 0.4 1.1
その他 36 63.9 36.1 19.4 22.2 22.2 30.6 5.6 13.9 8.3      - 11.1      -
17歳以下 1,471 78.9 54.1 29.2 24.2 13.8 17.2 10.4 13.3 9.9 3.7 0.3      -
18～19歳 65 81.5 44.6 43.1 32.3 18.5 26.2 9.2 4.6 12.3 1.5      -      -
20歳代 68 73.5 45.6 35.3 26.5 13.2 26.5 14.7 10.3 5.9      - 1.5      -
30歳代 139 74.1 37.4 31.7 34.5 25.9 27.3 7.2 8.6 10.1 0.7      -      -
40歳代 264 78.4 43.9 27.3 39.8 23.9 27.3 10.6 7.2 4.2 1.1 0.4 0.4
50歳代 251 78.1 36.3 31.1 41.4 26.3 16.7 11.6 4.8 6.4 1.2 0.8 1.6
60歳代 325 75.7 40.0 37.5 32.9 28.9 12.6 12.3 4.9 10.5 3.7 1.2 1.2
70歳以上 376 72.6 49.5 25.3 17.3 21.5 10.4 17.3 2.1 4.3 3.5 0.8 6.4
高知市 1,204 78.4 49.5 29.2 30.3 19.3 17.9 11.5 8.1 8.3 2.3 0.7 0.9
安芸広域圏 241 81.3 47.7 24.9 26.1 19.9 13.7 12.0 9.1 9.5 5.8      - 0.8
南国・香美広域 326 75.5 45.4 30.4 27.9 24.8 19.9 8.9 9.5 6.1 2.5 0.9 1.5
嶺北広域圏 22 77.3 59.1 31.8 27.3 9.1 13.6 4.5      -      -      -      - 4.5
仁淀川広域圏 228 75.4 50.4 32.0 32.5 18.0 19.7 11.4 4.4 8.8 3.5      - 1.3
高吾北広域圏 80 73.8 46.3 31.3 21.3 15.0 21.3 16.3 13.8 11.3 3.8 1.3 1.3
高幡広域圏 232 78.4 49.6 29.3 27.6 16.8 15.9 14.7 9.5 8.6 2.6 0.9 1.3
幡多広域圏 624 75.6 46.6 33.5 23.2 17.5 16.7 11.2 12.7 9.0 3.2 0.3 1.0

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

問４ あなたは、商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害にあわないためには、何が重
要だと思いますか。（３つまで○印）

図表 消費者トラブルや被害にあわないための重要なこと



＜第２章 調査の結果＞

16

問１「消費者問題の関心度」との関係をみると、関心の有無に関わらず、消費者トラブルや被害

にあわないための重要なこととして「契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する」の割

合が７割以上と最も多く、次いで「家族に相談する」、「事業者が商品・サービスの内容等について

分かりやすく説明・表示する」となっている。

問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係をみると、行動の有無に関わらず、「契約の際

には冷静になって考えるなど慎重に行動する」の割合が７割以上と最も多く、次いで【行動してい

る】と回答した人は「商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害にあった事案

に関する情報が提供される」（39.5％）、【行動していない】と回答した人は「家族に相談する」

（49.8％）となっている。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
調
査
数

（
人

）

契
約
の
際
に
は
冷
静
に
な

っ
て

考
え
る
な
ど
慎
重
に
行
動
す
る

家
族
に
相
談
す
る

事
業
者
が
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
内

容
等
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説

明
・
表
示
す
る

商

品

を

購

入

し

た

り

サ

ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

う

え

で

、
ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

に

あ

っ

た

事

案

に

関

す

る

情

報

が

提

供

さ

れ

る

消
費
者
の
相
談
に
対
応
す
る
た
め

の
身
近
な
行
政
相
談
窓
口
を
充
実

さ
せ
る

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
を

充
実
さ
せ
る

知
人

、
地
域
な
ど
で
ト
ラ
ブ
ル
や

被
害
に
あ
っ
た
事
案
に
関
す
る
情

報
交
換

、
声
か
け
を
す
る

消
費
生
活
に
関
す
る
学
習
機
会

が
提
供
さ
れ
る

事
業
者
が
相
談
窓
口
を
充
実
さ

せ
る

民

生

委

員

・

児

童

委

員

や

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

な

ど

に

見

守

り

活

動

を

し

て

も

ら

う

そ
の
他

無
回
答

2,963 77.3 48.4 30.1 27.9 19.1 17.6 11.5 9.2 8.4 2.9 0.6 1.1
【関心がある】 1,302 77.6 43.5 31.5 30.4 23.3 21.7 12.4 9.1 7.5 2.3 0.4 1.0
【関心がない】 849 73.7 50.3 27.1 25.6 13.3 15.7 11.8 9.9 9.4 3.8 1.3 1.4

比率(％)
網掛け＝

全　体
（設問１）消費者問題

への関心

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
調
査
数

（
人

）

契
約
の
際
に
は
冷
静
に
な

っ
て

考
え
る
な
ど
慎
重
に
行
動
す
る

家
族
に
相
談
す
る

事
業
者

が
商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
内

容
等
に

つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説

明
・
表

示
す
る

商

品

を

購

入

し

た

り

サ
ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

う

え

で

、
ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

に

あ

っ

た

事

案

に

関

す

る

情

報

が

提

供

さ

れ

る

消
費
者

の
相
談
に
対
応
す
る
た
め

の
身
近

な
行
政
相
談
窓
口
を
充
実

さ
せ
る

学
校
に
お
け
る
消
費
者
教
育
を

充
実
さ
せ
る

知
人

、
地
域
な
ど
で
ト
ラ
ブ
ル
や

被
害
に

あ
っ
た
事
案
に
関
す
る
情

報
交
換

、
声
か
け
を
す
る

消
費
生
活
に
関
す
る
学
習
機
会

が
提
供
さ
れ
る

事
業
者
が
相
談
窓
口
を
充
実
さ

せ
る

民

生

委

員

・

児

童

委

員

や

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ
ー

な

ど

に

見

守

り

活

動

を

し

て

も

ら

う

そ
の
他

無
回
答

2,963 77.3 48.4 30.1 27.9 19.1 17.6 11.5 9.2 8.4 2.9 0.6 1.1
【行動している】 357 76.5 38.7 32.5 39.5 23.8 21.6 11.2 10.1 7.0 2.5 0.3 1.4
【行動していない】 2,133 77.2 49.8 29.8 26.0 18.3 16.5 11.9 9.2 8.8 2.9 0.6 0.9

（設問２）消費者被害
防止のための行動

比率(％)
網掛け＝

全　体

１位

２位

図表 消費者トラブルや被害にあわないための重要なこと

－問１「消費者問題の関心度」との関係－

図表 消費者トラブルや被害にあわないための重要なこと

－問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係－

※【関心がある】：関心がある + どちらかといえば関心がある

【関心がない】：あまり関心がない + 関心がない

※【行動している】：行動している + やや行動している

【行動していない】：あまり行動していない + 行動していない
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（10）消費者トラブルや被害にあわないために行政に望むこと

全体では、「消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい」（52.1％）が最も多く、次

いで「小・中学校、高等学校の授業において消費者教育を充実してほしい」（36.4％）、「身近な場所

で専門的知識のある相談員に相談できるようにしてほしい」（35.3％）などとなっている。

性別にみると、男性、女性は「消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい」が５割

以上と最も多くなっている。

年代別にみると、17歳以下を除くすべての年代で「消費者相談や商品リコールなどの情報を提供

してほしい」が最も多くなっている。17 歳以下の年代では「小・中学校、高等学校の授業において

消費者教育を充実してほしい」が最も多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい」

が最も多くなっている。

52.1 

36.4 

35.3 

31.3 

17.1 

15.4 

15.0 

10.6 

9.7 

8.0 

3.9 

1.3 

1.9 

0 10 20 30 40 50 60

消費者相談や商品リコールなどの

情報を提供してほしい

小・中学校、高等学校の授業において

消費者教育を充実してほしい

身近な場所で専門的知識のある相談員に

相談できるようにしてほしい

消費生活センターなどの

相談窓口をＰＲしてほしい

大学生や新社会人に対する

消費者教育を充実してほしい

身近な場所で弁護士など専門家に

相談する機会を設けてほしい

地域で見守る仕組みをつくってほしい

苦情相談などに対する事業者の

取組を支援してほしい

消費者問題に取り組む消費者団体、

市民団体等の活動を支援してほしい

地域で消費生活に関して学習できる

機会を増やしてほしい

民生委員・児童委員など地域で見守りを

している方への研修を充実してほしい

その他

無回答

（％）
（Ｎ=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
調
査
数

（
人

）

消
費
者
相
談
や
商
品
リ
コ
ー

ル

な
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
ほ
し

い 小
・
中
学
校

、
高
等
学
校
の
授

業
に
お
い
て
消
費
者
教
育
を
充

実
し
て
ほ
し
い

身
近
な
場
所
で
専
門
的
知
識
の

あ
る
相
談
員
に
相
談
で
き
る
よ

う
に
し
て
ほ
し
い

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
相

談
窓
口
を
Ｐ
Ｒ
し
て
ほ
し
い

大
学
生
や
新
社
会
人
に
対
す
る

消
費
者
教
育
を
充
実
し
て
ほ
し

い 身
近
な
場
所
で
弁
護
士
な
ど
専

門
家
に
相
談
す
る
機
会
を
設
け

て
ほ
し
い

地
域
で
見
守
る
仕
組
み
を
つ

く

っ
て
ほ
し
い

苦
情
相
談
な
ど
に
対
す
る
事
業

者
の
取
組
を
支
援
し
て
ほ
し
い

消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
消
費

者
団
体

、
市
民
団
体
等
の
活
動

を
支
援
し
て
ほ
し
い

地
域
で
消
費
生
活
に
関
し
て
学

習
で
き
る
機
会
を
増
や
し
て
ほ

し
い

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
地
域
で

見
守
り
を
し
て
い
る
方
へ
の
研
修
を

充
実
し
て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

2,963 52.1 36.4 35.3 31.3 17.1 15.4 15.0 10.6 9.7 8.0 3.9 1.3 1.9
男性 1,340 53.4 35.6 31.7 30.7 15.0 16.9 16.7 11.4 11.5 7.8 4.2 1.3 1.8
女性 1,584 51.8 36.7 38.4 31.8 19.0 14.1 13.4 10.0 8.3 8.0 3.6 1.1 2.1
その他 36 22.2 55.6 30.6 30.6 13.9 16.7 13.9 8.3 8.3 11.1 11.1 8.3      -
17歳以下 1,471 45.2 46.6 32.6 27.7 17.4 14.2 22.0 9.5 8.4 8.5 5.0 0.6      -
18～19歳 65 52.3 43.1 44.6 20.0 23.1 13.8 13.8 15.4 7.7 7.7 10.8 1.5      -
20歳代 68 61.8 39.7 41.2 29.4 25.0 20.6 5.9 10.3 7.4 7.4 5.9 1.5      -
30歳代 139 57.6 37.4 37.4 31.7 20.9 15.8 8.6 15.1 8.6 8.6      - 1.4 0.7
40歳代 264 64.4 41.3 35.2 29.9 22.7 20.5 4.9 12.1 9.8 4.9 0.8 0.8 0.4
50歳代 251 64.9 19.9 39.0 35.1 20.3 20.7 5.2 14.3 9.6 8.0 1.6 3.2 2.0
60歳代 325 59.4 18.8 40.9 41.5 13.2 18.2 9.5 12.3 10.2 8.6 2.8 1.8 2.2
70歳以上 376 52.1 17.6 35.1 37.2 9.3 9.8 9.8 7.4 15.7 7.2 4.5 2.4 11.4
高知市 1,204 53.5 36.5 35.7 32.4 17.8 16.4 12.9 11.4 10.4 6.9 3.6 1.8 1.8
安芸広域圏 241 44.4 33.6 34.4 36.1 17.4 12.0 16.6 10.8 9.5 10.0 6.2 0.8 2.9
南国・香美広域 326 58.9 35.0 30.4 31.6 19.0 18.4 15.0 11.7 8.0 6.7 2.1 1.2 2.1
嶺北広域圏 22 45.5 13.6 36.4 22.7 13.6 22.7 27.3 13.6 18.2 4.5      -      - 4.5
仁淀川広域圏 228 53.9 35.5 35.1 35.1 18.0 18.4 14.0 10.5 8.3 8.3 4.4 0.4 1.3
高吾北広域圏 80 51.3 43.8 37.5 21.3 18.8 18.8 21.3 10.0 8.8 10.0 6.3 2.5 2.5
高幡広域圏 232 55.6 39.2 34.1 29.3 17.7 12.9 11.6 9.5 7.3 9.9 4.3 2.2 2.6
幡多広域圏 624 47.6 37.2 37.7 28.2 14.1 12.5 18.6 9.0 10.7 8.8 4.0 0.3 1.4

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

問５ 商品を購入したりサービスを利用するうえで、あなたが適切な判断をし、トラブルや被害にあわないよ
うにするために、行政に望むことは何ですか。（３つまで○印）

図表 消費者トラブルや被害にあわないために行政に望むこと
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問１「消費者問題の関心度」との関係をみると、関心の有無に関わらず、消費者トラブルや被害

にあわないために行政に望むこととして、「消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほし

い」の割合が４割以上と最も多く、次いで「小・中学校、高等学校の授業において消費者教育を充

実してほしい」、「身近な場所で専門的知識のある相談員に相談できるようにしてほしい」となって

いる。

問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係をみると、行動の有無に関わらず、「消費者相

談や商品リコールなどの情報を提供してほしい」の割合が５割以上と最も多く、次いで【行動して

いる】と回答した人は「身近な場所で専門的知識のある相談員に相談できるようにしてほしい」

（35.3％）、【行動していない】と回答した人は「小・中学校、高等学校の授業において消費者教育

を充実してほしい」（35.8％）となっている。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
調
査
数

（
人

）

消
費
者
相
談
や
商
品
リ
コ
ー

ル

な
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
ほ
し

い 小
・
中
学
校

、
高
等
学
校
の
授

業
に
お
い
て
消
費
者
教
育
を
充

実
し
て
ほ
し
い

身
近
な
場
所
で
専
門
的
知
識
の

あ
る
相
談
員
に
相
談
で
き
る
よ

う
に
し
て
ほ
し
い

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
相

談
窓
口
を
Ｐ
Ｒ
し
て
ほ
し
い

大
学
生
や
新
社
会
人
に
対
す
る

消
費
者
教
育
を
充
実
し
て
ほ
し

い 身
近
な
場
所
で
弁
護
士
な
ど
専

門
家
に
相
談
す
る
機
会
を
設
け

て
ほ
し
い

地
域
で
見
守
る
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い

苦
情
相
談
な
ど
に
対
す
る
事
業

者
の
取
組
を
支
援
し
て
ほ
し
い

消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
消
費

者
団
体

、
市
民
団
体
等
の
活
動

を
支
援
し
て
ほ
し
い

地
域
で
消
費
生
活
に
関
し
て
学

習
で
き
る
機
会
を
増
や
し
て
ほ

し
い

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
地
域
で

見
守
り
を
し
て
い
る
方
へ
の
研
修
を

充
実
し
て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

2,963 52.1 36.4 35.3 31.3 17.1 15.4 15.0 10.6 9.7 8.0 3.9 1.3 1.9
【関心がある】 1,302 53.5 38.0 36.6 32.5 20.0 18.0 10.9 11.8 11.4 9.4 3.5 0.8 2.1
【関心がない】 849 48.4 35.2 33.2 29.3 16.3 12.8 20.3 9.1 7.1 6.5 4.6 2.0 1.6

比率(％)
網掛け＝

全　体
（設問１）消費者問題

への関心

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
調
査
数

（
人

）

消
費
者
相
談
や
商
品
リ
コ
ー

ル

な
ど
の
情
報
を
提
供
し
て
ほ
し

い 小
・
中
学
校

、
高
等
学
校
の
授

業
に
お
い
て
消
費
者
教
育
を
充

実
し
て
ほ
し
い

身
近
な
場
所
で
専
門
的
知
識
の

あ
る
相
談
員
に
相
談
で
き
る
よ

う
に
し
て
ほ
し
い

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
相

談
窓
口
を
Ｐ
Ｒ
し
て
ほ
し
い

大
学
生
や
新
社
会
人
に
対
す
る

消
費
者
教
育
を
充
実
し
て
ほ
し

い 身
近
な
場
所
で
弁
護
士
な
ど
専

門
家
に
相
談
す
る
機
会
を
設
け

て
ほ
し
い

地
域
で
見
守
る
仕
組
み
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い

苦
情
相
談
な
ど
に
対
す
る
事
業

者
の
取
組
を
支
援
し
て
ほ
し
い

消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
消
費

者
団
体

、
市
民
団
体
等
の
活
動

を
支
援
し
て
ほ
し
い

地
域
で
消
費
生
活
に
関
し
て
学

習
で
き
る
機
会
を
増
や
し
て
ほ

し
い

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
地
域
で

見
守
り
を
し
て
い
る
方
へ
の
研
修
を

充
実
し
て
ほ
し
い

そ
の
他

無
回
答

2,963 52.1 36.4 35.3 31.3 17.1 15.4 15.0 10.6 9.7 8.0 3.9 1.3 1.9
【行動している】 357 57.7 34.5 35.3 30.5 16.0 24.4 10.4 13.4 11.8 9.8 3.9 1.1 2.2
【行動していない】 2,133 50.5 35.8 35.6 31.6 17.2 14.3 16.3 10.1 9.6 7.1 4.0 1.3 1.7

（設問２）消費者被害
防止のための行動

比率(％)
網掛け＝

全　体

１位

２位

図表 消費者トラブルや被害にあわないために行政に望むこと －問１「消費者問題の関心度」との関係－

図表 消費者トラブルや被害にあわないために行政に望むこと －問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係－

※【関心がある】：関心がある + どちらかといえば関心がある

【関心がない】：あまり関心がない + 関心がない

※【行動している】：行動している + やや行動している

【行動していない】：あまり行動していない + 行動していない
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（11）消費者生活相談窓口の認知度

全体では、「消費生活センター」（57.1％）が最も多く、次いで「警察」（34.0％）、「市町村役場」

（31.0％）などとなっている。一方、「知っている相談窓口はない」（19.3％）も約２割となってい

る。

性別にみると、すべての性別で「消費生活センター」が最も多くなっている。

年代別にみると、すべての年代で「消費生活センター」が最も多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「消費生活センター」が最も多くなっている。

57.1 

34.0 

31.0 

16.5 

14.1 

10.4 

9.7 

8.6 

0.3 

19.3 

1.2 

0 10 20 30 40 50 60

消費生活センター

警察

市町村役場

消費者ホットライン

国民生活センター

弁護士会・司法書士会

日本司法支援センター

メール相談

その他

知っている相談窓口はない

無回答

（％）（Ｎ=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

調

査

数

（
人

）

消

費

生

活

セ

ン

タ
ー

警

察

市

町

村

役

場

消

費

者

ホ

ッ
ト

ラ

イ

ン 国

民

生

活

セ

ン

タ
ー

弁

護

士

会

・

司

法

書

士

会

日

本

司

法

支

援

セ

ン

タ
ー

メ
ー

ル

相

談

そ

の

他

知

っ
て

い

る

相

談

窓

口

は

な

い

無

回

答

2,963 57.1 34.0 31.0 16.5 14.1 10.4 9.7 8.6 0.3 19.3 1.2

男性 1,340 55.8 34.5 31.3 16.2 14.9 12.2 10.4 8.1 0.2 20.6 1.3

女性 1,584 58.4 33.6 30.7 16.6 13.2 8.9 9.2 9.2 0.3 18.1 1.2

その他 36 41.7 30.6 27.8 22.2 19.4 11.1 5.6 5.6 5.6 25.0      -

17歳以下 1,471 46.0 34.2 32.8 19.0 10.7 9.2 7.6 11.9 0.1 24.9      -

18～19歳 65 50.8 32.3 29.2 7.7 15.4 10.8 7.7 6.2      - 27.7      -

20歳代 68 57.4 29.4 35.3 10.3 14.7 11.8 11.8 10.3      - 19.1      -

30歳代 139 61.2 38.1 31.7 10.1 15.1 15.1 7.9 7.9 1.4 20.9 0.7

40歳代 264 72.3 39.0 30.7 15.9 18.6 12.5 18.6 5.7 0.4 10.2 0.4

50歳代 251 76.9 35.5 25.9 19.1 22.3 15.1 15.1 6.4 0.8 9.2 1.6

60歳代 325 71.7 32.3 24.9 15.4 20.3 12.0 12.3 4.0 0.3 12.9 1.8

70歳以上 376 63.0 29.5 32.4 11.2 12.5 7.2 6.4 3.7 0.8 14.1 6.4

高知市 1,204 63.5 34.4 25.6 15.6 15.4 12.6 11.7 9.5 0.2 17.6 1.2

安芸広域圏 241 55.2 35.3 38.2 20.7 14.9 8.7 9.5 8.7      - 17.8 2.1

南国・香美広域圏 326 64.4 33.7 31.3 17.2 16.3 10.1 9.8 6.7 0.3 15.3 1.8

嶺北広域圏 22 68.2 50.0 59.1 9.1 27.3 22.7 13.6      -      - 13.6      -

仁淀川広域圏 228 47.8 31.1 31.6 14.9 15.8 11.4 8.3 5.3 0.4 22.4 1.3

高吾北広域圏 80 47.5 33.8 33.8 13.8 6.3 3.8 10.0 7.5 2.5 25.0 1.3

高幡広域圏 232 49.6 35.8 39.7 19.8 11.2 9.9 7.8 9.5 0.4 21.1 0.4

幡多広域圏 624 48.1 32.5 33.8 16.2 11.1 7.4 6.9 9.3 0.3 23.1 1.0

お

住

ま

い

の

場

所

年

代

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

１位

２位

問６ あなたが知っている消費生活相談窓口はどれですか。 （当てはまるものすべてに○印）

図表 消費者生活相談窓口の認知度
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問３「被害経験の有無」との関係をみると、被害経験の有無に関わらず、消費者生活相談窓口の

認知度として「消費生活センター」が５割以上と最も多く、次いで「警察」、「市町村役場」となっ

ている。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

調

査

数

（
人

）

消

費

生

活

セ

ン

タ

ー

警

察

市

町

村

役

場

消

費

者

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン 国

民

生

活

セ

ン

タ

ー

弁

護

士

会

・

司

法

書

士

会

日

本

司

法

支

援

セ

ン

タ

ー

メ

ー

ル

相

談

そ

の

他

知

っ
て

い

る

相

談

窓

口

は

な

い

無

回

答

2,963 57.1 34.0 31.0 16.5 14.1 10.4 9.7 8.6 0.3 19.3 1.2

ある 599 64.8 36.4 24.5 17.9 14.5 13.0 14.4 8.2 0.7 15.7 0.8

ない 2,343 55.0 33.3 32.7 16.1 14.0 9.8 8.5 8.7 0.3 20.4 1.2

比率(％)

網掛け＝

全　体

（設問３）被害経験

の有無

１位

２位

図表 消費者生活相談窓口の認知度 －問３「被害経験の有無」との関係－
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（12）注意点や対応方法を知りたい消費者トラブル

全体では、「架空請求」（54.1％）が最も多く、次いで「不当請求」（40.0％）、「無料商法」（29.9％）

などとなっている。

性別にみると、すべての性別で「架空請求」が最も多くなっている。

年代別にみると、すべての年代で「架空請求」が最も多くなっている。

居住地別にみると、嶺北広域圏は「電話勧誘販売」（54.5％）が最も多くなっている。

54.1 

40.0 

29.9 

27.9 

26.8 

26.7 

26.3 

24.5 

23.8 

23.8 

21.3 

17.2 

17.2 

15.6 

14.2 

13.7 

12.6 

11.2 

9.4 

9.0 

6.6 

5.7 

1.0 

8.6 

1.7 

0 10 20 30 40 50 60

架空請求

不当請求

無料商法

違法性のあるマルチ商法

容易に解約できないサブスク

電話勧誘販売

詐欺的な定期購入商法

ゲーム課金トラブル

送り付け詐欺

悪質な訪問販売

特殊詐欺

悪質な訪問購入

借金（ローン）、多重債務

便乗詐欺

パソコンサポート詐欺

食品等への異物混入

産地・原材料偽装

製品事故

サイドビジネス商法

販売預託商法

デート商法

タレント・モデル契約に関連し…

その他

いずれにも関心がない

無回答

（％）
（Ｎ=2,963）

問７ あなたが注意点や対応方法を知りたい消費者トラブルはどれですか。（当てはまるものすべてに○印）

図表 注意点や対応方法を知りたい消費者トラブル
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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勧
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質
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訪
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販

売

特

殊

詐

欺

悪

質

な

訪

問

購

入

借

金

（
ロ
ー

ン

）
、

多

重

債

務

便

乗

詐

欺

2,963 54.1 40.0 29.9 27.9 26.8 26.7 26.3 24.5 23.8 23.8 21.3 17.2 17.2 15.6

男性 1,340 55.3 41.7 29.0 28.5 26.6 26.8 27.4 25.8 24.5 24.0 22.7 16.6 18.0 17.2

女性 1,584 53.1 38.6 30.9 27.2 27.1 26.6 25.1 23.3 23.2 23.4 20.1 17.6 16.0 14.3

その他 36 55.6 38.9 22.2 38.9 22.2 25.0 36.1 33.3 25.0 33.3 22.2 27.8 38.9 16.7

17歳以下 1,471 56.8 41.7 33.3 26.3 22.2 20.1 24.2 31.7 23.5 21.7 19.8 16.4 23.3 15.0

18～19歳 65 52.3 44.6 29.2 23.1 26.2 21.5 26.2 24.6 15.4 16.9 10.8 7.7 23.1 7.7

20歳代 68 52.9 48.5 29.4 48.5 51.5 25.0 35.3 23.5 17.6 27.9 25.0 16.2 25.0 23.5

30歳代 139 51.8 46.8 29.5 36.0 45.3 21.6 27.3 31.7 27.3 25.2 24.5 15.1 23.0 17.3

40歳代 264 53.4 45.5 32.2 33.0 44.7 30.3 28.4 36.7 25.0 25.4 24.2 15.9 11.4 21.2

50歳代 251 55.4 44.6 26.7 30.3 41.4 30.3 33.9 19.1 29.5 23.1 24.3 17.9 13.5 17.9

60歳代 325 52.3 33.8 21.5 26.2 23.7 35.4 28.0 6.8 25.8 28.9 25.2 19.1 6.8 14.8

70歳以上 376 46.5 26.6 24.5 25.0 14.1 43.1 24.2 4.3 19.7 26.6 19.7 21.8 4.3 13.0

高知市 1,204 54.2 39.6 30.1 29.8 30.2 27.2 27.2 25.3 24.2 23.0 22.2 17.4 17.7 16.3

安芸広域圏 241 55.6 43.6 30.7 27.8 23.7 24.5 27.8 20.3 22.8 27.0 23.2 19.9 21.2 17.0

南国・香美広域圏 326 54.6 42.0 31.3 33.4 29.1 29.4 32.8 25.2 29.4 27.3 25.8 18.7 16.9 16.9

嶺北広域圏 22 40.9 36.4 27.3 22.7 4.5 54.5 27.3 22.7 18.2 31.8 36.4 18.2 13.6 13.6

仁淀川広域圏 228 54.4 40.4 23.7 24.1 24.1 22.4 21.5 20.6 23.2 23.7 18.0 15.8 13.2 16.2

高吾北広域圏 80 47.5 36.3 35.0 20.0 21.3 27.5 27.5 27.5 20.0 25.0 18.8 12.5 12.5 12.5

高幡広域圏 232 54.3 39.2 29.3 25.9 22.8 25.9 24.1 25.0 22.4 24.1 19.0 16.4 19.8 17.2

幡多広域圏 624 54.3 39.1 30.3 24.8 24.4 26.0 22.9 25.5 21.8 21.6 18.3 16.5 16.2 12.8

お
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ま

い

の

場

所
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代

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

１位

２位
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・
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に
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連
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ト
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ブ

ル

そ

の

他
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れ

に
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関

心

が

な

い

無

回

答

2,963 14.2 13.7 12.6 11.2 9.4 9.0 6.6 5.7 1.0 8.6 1.7

男性 1,340 15.9 13.5 14.0 12.8 10.4 10.5 7.8 5.9 1.2 9.4 1.9

女性 1,584 12.4 13.7 11.2 9.7 8.5 7.5 5.5 5.4 0.7 7.9 1.6

その他 36 27.8 25.0 25.0 19.4 16.7 16.7 13.9 16.7 5.6 11.1      -

17歳以下 1,471 15.2 17.1 11.0 13.0 8.9 11.4 9.6 9.1 0.1 11.6      -

18～19歳 65 15.4 15.4 4.6 9.2 6.2 7.7 6.2 6.2      - 9.2      -

20歳代 68 13.2 22.1 16.2 10.3 13.2 7.4 4.4 2.9 5.9 2.9      -

30歳代 139 17.3 17.3 11.5 12.9 19.4 7.2 7.2 4.3 2.9 7.2 2.2

40歳代 264 18.9 8.0 11.0 8.3 12.1 6.8 4.2 2.3 1.1 4.5 0.8

50歳代 251 18.3 11.2 16.7 12.0 16.3 8.0 5.6 4.0 3.2 6.4 2.0

60歳代 325 11.1 6.8 15.4 8.9 5.5 6.2 2.2 1.5 1.5 4.6 3.1

70歳以上 376 6.1 9.3 16.2 7.7 4.8 5.6 1.6 0.8 1.1 6.1 8.0

高知市 1,204 15.4 15.0 14.1 11.8 10.1 8.7 6.4 5.1 1.4 8.2 1.6

安芸広域圏 241 13.7 11.6 11.6 7.5 9.1 11.2 8.7 7.1 0.4 11.2 2.5

南国・香美広域圏 326 16.9 10.1 14.4 13.8 12.9 9.8 6.7 6.1 1.2 4.9 2.5

嶺北広域圏 22 18.2 9.1 18.2 13.6      - 4.5      -      -      - 9.1 9.1

仁淀川広域圏 228 11.8 12.3 11.8 11.8 8.3 6.6 3.5 5.7 1.8 11.4 2.2

高吾北広域圏 80 11.3 6.3 8.8 10.0 11.3 12.5 7.5 3.8      - 12.5 1.3

高幡広域圏 232 14.2 13.4 11.2 11.6 9.9 8.6 9.1 6.5 0.9 8.2 1.3

幡多広域圏 624 12.0 15.9 10.4 9.9 6.9 8.8 6.6 6.6 0.2 9.0 1.0

お

住

ま

い

の

場

所

年

代

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

１位

２位
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問１「消費者問題の関心度」との関係をみると、関心の有無に関わらず、「架空請求」の割合が５

割以上と最も多く、次いで「不当請求（高額請求など）」、「無料商法」となっている。

問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係をみると、行動の有無に関わらず、「架空請

求」の割合が５割以上と最も多く、次いで「不当請求（高額請求など）」、「無料商法」となっている。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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数
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購

入

借

金

（
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）
、
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重

債

務

便

乗

詐

欺

2,963 54.1 40.0 29.9 27.9 26.8 26.7 26.3 24.5 23.8 23.8 21.3 17.2 17.2 15.6

【関心がある】 1,302 56.1 43.3 33.1 33.8 35.1 30.9 31.0 24.5 28.2 28.7 25.6 22.1 18.4 18.9

【関心がない】 849 50.2 34.9 25.7 20.1 19.1 21.2 20.8 23.0 18.5 17.7 15.0 12.4 14.8 12.6

比率(％)

網掛け＝

全　体

（設問１）消費者問題

への関心

１位

２位
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無
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答

2,963 14.2 13.7 12.6 11.2 9.4 9.0 6.6 5.7 1.0 8.6 1.7

【関心がある】 1,302 17.3 15.1 16.5 13.8 12.4 10.1 7.2 5.9 1.5 3.1 1.7

【関心がない】 849 10.8 11.4 9.0 8.5 6.8 7.9 6.0 6.1 0.5 16.7 1.4

比率(％)

網掛け＝

全　体

（設問１）消費者問題

への関心

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
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）
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便
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欺

2,963 54.1 40.0 29.9 27.9 26.8 26.7 26.3 24.5 23.8 23.8 21.3 17.2 17.2 15.6

【行動している】 357 53.5 42.0 35.3 36.1 35.3 32.2 30.5 21.3 28.9 30.3 25.2 25.8 16.5 19.0

【行動していない】 2,133 53.5 38.5 28.2 25.9 24.8 25.2 24.5 24.8 22.2 22.6 20.3 15.7 16.6 14.4

（設問２）消費者被害

防止のための行動

比率(％)

網掛け＝

全　体

１位

２位

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

調
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数

（
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）
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に
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関

心

が
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い

無

回

答

2,963 14.2 13.7 12.6 11.2 9.4 9.0 6.6 5.7 1.0 8.6 1.7

【行動している】 357 17.6 16.2 19.0 17.6 14.8 12.0 8.1 7.0 1.4 3.9 2.0

【行動していない】 2,133 12.9 13.2 11.3 10.2 8.1 8.2 6.0 5.2 0.9 10.3 1.7

（設問２）消費者被害

防止のための行動

比率(％)

網掛け＝

全　体

１位

２位

図表 注意点や対応方法を知りたい消費者トラブル －問１「消費者問題の関心度」との関係－

図表 注意点や対応方法を知りたい消費者トラブル －問２「消費者トラブル防止のための行動」との関係－

※【関心がある】：関心がある + どちらかといえば関心がある

【関心がない】：あまり関心がない + 関心がない

※【行動している】：行動している + やや行動している

【行動していない】：あまり行動していない + 行動していない
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（13）消費者教育に適した場所

全体では、「学校」（67.9％）が最も多く、次いで「家庭」（31.6％）、「行政機関」（18.1％）など

となっている。

性別にみると、すべての性別で「学校」が最も多くなっている。

年代別にみると、70 歳以上を除くすべての年代で「学校」が最も多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「学校」が最も多くなっている。

67.9 

31.6 

18.1 

12.7 

11.7 

6.6 

5.6 

1.6 

0.9 

6.2 

1.7 

0 10 20 30 40 50 60 70

学校

家庭

行政機関

町内会など地域自治会

勤務先

地域包括支援センター

ＰＴＡ・保護者会

クラブ・サークル活動先

その他

特にない

無回答

（％）（Ｎ=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
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特

に
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い

無

回

答

2,963 67.9 31.6 18.1 12.7 11.7 6.6 5.6 1.6 0.9 6.2 1.7

男性 1,340 66.2 30.4 19.8 13.2 12.9 6.1 6.0 2.0 1.1 7.4 1.0

女性 1,584 69.4 32.8 16.6 12.1 10.9 7.0 5.3 1.1 0.6 5.1 2.3

その他 36 63.9 22.2 16.7 19.4 5.6 11.1 5.6 8.3 5.6 8.3      -

17歳以下 1,471 77.1 29.4 10.5 7.7 10.5 3.3 7.1 2.7 0.3 8.3      -

18～19歳 65 84.6 30.8 13.8 10.8 10.8 6.2 7.7      - 1.5 3.1      -

20歳代 68 85.3 33.8 10.3 5.9 26.5 4.4 1.5      -      -      - 1.5

30歳代 139 75.5 39.6 19.4 5.8 21.6 4.3 2.9 0.7 1.4 2.2 2.2

40歳代 264 76.9 35.2 22.7 12.1 16.7 6.4 6.8 1.1 0.8 2.3 0.4

50歳代 251 61.4 32.3 27.5 14.7 19.1 11.6 2.0      - 3.2 4.4 1.2

60歳代 325 52.0 31.1 33.2 20.6 9.5 11.4 4.6      - 1.5 3.7 3.7

70歳以上 376 34.6 34.8 26.6 28.2 4.3 14.1 3.5 1.3 1.3 7.2 8.0

就学前の子どもがいる 108 78.7 42.6 20.4 7.4 18.5 8.3 1.9      - 1.9 1.9 0.9

小・中学生の子どもがいる 191 82.2 37.7 15.7 11.0 20.4 5.8 7.9 1.0 1.6 1.6 0.5

高校生の子どもがいる 147 82.3 34.0 15.0 14.3 16.3 5.4 7.5 2.0 2.0 2.7 0.7

大学生、専門学校生等の子どもがいる 116 75.9 30.2 20.7 14.7 19.0 5.2 3.4 0.9 3.4 2.6 1.7

子どもは成人している 742 48.1 34.1 29.9 21.8 9.3 12.3 3.8 0.7 1.9 4.0 4.7

その他 34 29.4 17.6 41.2 29.4 17.6 5.9 11.8      - 2.9 14.7      -

子どもはいない 385 62.3 33.2 22.1 14.8 15.8 9.9 3.1 0.3 1.3 4.7 2.6

高知市 1,204 67.5 35.1 18.2 12.5 12.6 6.9 4.7 1.7 0.8 5.6 1.9

安芸広域圏 241 65.1 28.2 19.9 15.8 10.8 8.7 9.5 1.7 0.8 4.1 2.5

南国・香美広域圏 326 69.3 33.7 23.6 12.9 9.8 6.4 4.9 0.9 1.5 2.8 2.5

嶺北広域圏 22 40.9 36.4 22.7 22.7 22.7 4.5 4.5      -      - 18.2      -

仁淀川広域圏 228 64.9 31.6 15.8 14.0 13.6 8.8 4.8 2.2      - 7.5 1.8

高吾北広域圏 80 67.5 26.3 13.8 17.5 15.0 3.8 7.5 1.3 1.3 2.5 2.5

高幡広域圏 232 70.3 25.0 20.7 13.4 10.8 6.0 5.6 0.4 1.7 9.1 1.3

幡多広域圏 624 70.4 28.2 14.4 9.9 10.4 5.3 6.3 2.1 0.8 8.3 0.5

お

住

ま

い

の

場

所

年

代

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

子

ど

も

の

状

況

１位

２位

問８ 消費者教育を行う場として、最も適当だと思うのはどこですか。（２つまで○印）

図表 消費者教育に適した場所
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（14）情報収集の利用手段・メディア等

全体では、「テレビ（ニュース、報道番組など）」（75.1％）が最も多く、次いで「インターネット」

（56.3％）、「ＳＮＳ」（38.5％）などとなっている。

性別にみると、すべての性別で「テレビ（ニュース、報道番組など）」が最も多くなっている。

年代別にみると、18～19 歳は「ＳＮＳ」（70.8％）、20歳代、30 歳代は「インターネット」、40歳

以上は「テレビ（ニュース、報道番組など）」がそれぞれ最も多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「テレビ（ニュース、報道番組など）」が最も多くなってい

る。

75.1 

56.3 

38.5 

25.5 

20.7 

17.8 

6.7 

5.9 

4.4 

3.9 

2.7 

0.4 

0.9 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

テレビ

（ニュース、報道番組など）

インターネット

ＳＮＳ

新聞

家族や友人からの情報

テレビＣＭ

本、雑誌

ラジオ

学校

ポスター、チラシ

メール、メールマガジン

その他

無回答

（％）
（Ｎ=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

調

査

数

（
人

）

テ

レ

ビ

（
ニ

ュ
ー

ス

、
報

道

番

組

な

ど

）

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

Ｓ

Ｎ

Ｓ

新

聞

家

族

や

友

人

か

ら

の

情

報

テ

レ

ビ

Ｃ

Ｍ

本

、
雑

誌

ラ

ジ

オ

学

校

ポ

ス

タ

ー

、
チ

ラ

シ

メ

ー

ル

、
メ
ー

ル

マ

ガ

ジ

ン

そ

の

他

無

回

答

2,963 75.1 56.3 38.5 25.5 20.7 17.8 6.7 5.9 4.4 3.9 2.7 0.4 0.9

男性 1,340 74.3 60.6 34.4 25.6 16.7 20.3 6.9 7.4 5.1 3.4 3.4 0.1 0.4

女性 1,584 76.0 52.6 41.9 25.8 24.2 15.7 6.3 4.7 3.8 4.3 2.1 0.6 1.4

その他 36 63.9 61.1 44.4 11.1 13.9 13.9 13.9 2.8 5.6 8.3      - 5.6      -

17歳以下 1,471 68.7 63.8 56.8 8.1 17.1 18.4 5.8 3.3 7.5 2.2 2.2 0.1      -

18～19歳 65 66.2 67.7 70.8 12.3 26.2 13.8 1.5 3.1 6.2 1.5 3.1      -      -

20歳代 68 69.1 79.4 69.1 14.7 13.2 10.3 2.9 1.5      - 2.9 2.9      - 1.5

30歳代 139 69.8 77.7 43.9 11.5 21.6 15.1 7.2 4.3 2.2 5.8 2.2 0.7 1.4

40歳代 264 78.0 72.0 27.7 25.4 20.1 18.2 8.0 10.2 2.7 0.8 4.2 0.4 0.8

50歳代 251 80.9 63.3 15.5 43.0 18.7 15.5 6.4 5.6 0.4 5.6 6.0 1.2 1.2

60歳代 325 88.3 39.1 7.7 56.0 28.0 17.5 10.2 9.5 0.6 4.6 2.8 0.3 1.2

70歳以上 376 87.5 12.2 3.5 64.9 30.6 19.4 7.7 11.7 0.5 10.9 1.3 1.1 4.3

高知市 1,204 75.7 58.6 36.3 27.7 18.8 19.4 6.7 6.6 3.9 4.2 3.2 0.3 1.2

安芸広域圏 241 73.9 53.9 41.1 24.9 21.6 14.1 6.2 7.1 5.4 2.9 2.5 2.1 1.2

南国・香美広域圏 326 77.9 51.8 30.7 34.7 21.2 17.8 7.4 8.6 4.3 4.3 2.1 0.6 1.2

嶺北広域圏 22 81.8 45.5 31.8 45.5 31.8 22.7 4.5      -      - 13.6      -      -      -

仁淀川広域圏 228 75.0 57.9 34.6 24.1 25.0 16.7 7.9 4.8 3.5 4.4 4.4      -      -

高吾北広域圏 80 71.3 55.0 28.8 26.3 25.0 21.3 7.5 5.0 2.5 8.8 3.8 1.3 1.3

高幡広域圏 232 73.3 55.6 43.1 23.7 21.6 17.2 7.8 5.2 6.0 2.2 1.7      - 0.9

幡多広域圏 624 73.9 55.8 47.3 16.8 21.2 16.2 5.6 3.5 5.1 2.9 1.8      - 0.5

お

住

ま

い

の

場

所

年

代

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

１位

２位

問９ あなたが普段、情報を得るために利用している手段・メディア等はどれですか。（３つまで○印）

図表 情報収集の利用手段・メディア等
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（15）利用している代金の支払い方法

全体では、「現金」（77.0％）が最も多く、次いで「クレジットカード」（7.8％）、「スマホ決済」

（7.6％）などとなっている。

性別にみると、すべての性別で「現金」が最も多くなっている。

年代別にみると、すべての年代で「現金」が最も多く、20 歳代は「スマホ決済」（14.7％）、30歳

代は「クレジットカード」（28.8％）、70 歳以上は「プリペイドカード」（12.5％）が他の年代より

多くなっている。

居住地別にみると、すべての広域圏で「現金」が最も多くなっている。

現金

77.0%

スマホ決済

7.6%

プリペイド

カード

5.3%

クレジット

カード

7.8%

デビットカー

ド

0.9%

その他

0.5%
無回答

0.9%

（N=2,963）

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

調

査

数

（
人

）

現

金

ス

マ

ホ

決

済

プ

リ

ペ

イ

ド

カ
ー

ド

ク

レ

ジ

ッ

ト

カ
ー

ド

デ

ビ

ッ
ト

カ
ー

ド

そ

の

他

無

回

答

2,963 77.0 7.6 5.3 7.8 0.9 0.5 0.9

男性 1,340 80.5 7.2 3.7 6.3 1.3 0.4 0.6

女性 1,584 74.0 7.9 6.8 9.0 0.6 0.6 1.2

その他 36 77.8 5.6      - 8.3 2.8 5.6      -

17歳以下 1,471 88.0 7.2 1.8 1.6 1.2 0.3      -

18～19歳 65 92.3 1.5      - 4.6 1.5      -      -

20歳代 68 69.1 14.7 1.5 13.2      -      - 1.5

30歳代 139 51.8 13.7 2.2 28.8 2.2      - 1.4

40歳代 264 58.0 15.5 6.1 17.8 0.4 1.9 0.4

50歳代 251 62.5 12.0 10.0 13.9 0.4 0.4 0.8

60歳代 325 66.5 4.3 11.7 15.1 0.6 0.3 1.5

70歳以上 376 74.2 0.5 12.5 6.6 0.5 1.3 4.3

高知市 1,204 72.7 8.0 6.4 10.4 0.9 0.5 1.2

安芸広域圏 241 84.2 5.0 5.8 2.5 1.2      - 1.2

南国・香美広域圏 326 70.9 8.6 7.4 9.2 1.2 1.5 1.2

嶺北広域圏 22 86.4 4.5      - 9.1      -      -      -

仁淀川広域圏 228 73.2 8.8 6.6 7.5 2.6 0.9 0.4

高吾北広域圏 80 76.3 3.8 2.5 13.8      - 2.5 1.3

高幡広域圏 232 78.0 9.9 3.9 7.3      - 0.4 0.4

幡多広域圏 624 86.4 6.6 2.4 3.7 0.6      - 0.3

お

住

ま

い

の

場

所

年

代

比率(％)

網掛け＝

全　体

性

別

１位

２位

問 10 店頭での代金の支払い方法として、あなたが最も利用することが多いのはどれですか。（１つだけ○印）

図表 利用している代金の支払い方法



＜第２章 調査の結果＞

27

（16）消費生活に関する内容について知りたいこと

全体では、「悪質商法などの手口とトラブルへの対処」（44.3％）が最も多く、次いで「消費者に

関わりの深い法律、制度」（35.4％）、「電子マネーやＱＲコード決済など、キャッシュレス決済に関

する知識」（26.0％）などとなっている。

性別にみると、男性、女性は「悪質商法などの手口とトラブルへの対処」が最も多く、その他は

「消費者に関わりの深い法律、制度」が最も多くなっている。

年代別にみると、18～19 歳は「クレジットカードのしくみやローンなど、金融に関する知識」

（41.5％）、20歳代は「消費者に関わりの深い法律、制度」（47.1％）、60歳代は「悪質商法などの

手口とトラブルへの対処」（53.5％）が最も多くなっている。

居住地別にみると、嶺北広域圏以外のすべての広域圏で「悪質商法などの手口とトラブルへの対

処」が最も多くなっている。

44.3 

35.4 

26.0 

23.0 

15.8 

10.8 

9.4 

8.4 

8.3 

7.8 

6.6 

6.5 

4.6 

4.3 

3.5 

2.9 

1.8 

1.1 

0.3 

9.8 

1.7 

0 10 20 30 40 50

悪質商法などの手口とトラブルへの対処

消費者に関わりの深い法律、制度

電子マネーやＱＲコード決済など、

キャッシュレス決済に関する知識

クレジットカードのしくみやローンなど、

金融に関する知識

商品やサービスの安全性やリコール情報

食品ロスの削減

食品の安全性や食品表示制度

くらしに役立つ衣食住などに関する知識

消費生活トラブルの相談窓口の

役割や利用方法

節電・節水など省エネの実践

家計管理や生活設計についての知識

不動産取引や、資産形成に関する情報

地産地消の商品の購入

環境に配慮した商品やサービスの選択

マイバッグ・マイ箸等の利用

フェアトレード製品等の購入

消費者問題に取り組む

団体・グループなどの活動

講座や催しなどのイベント情報

その他

特にない

無回答

（％）
（Ｎ=2,963）

問 11 あなたは、今後、消費生活に関する内容について、どのようなことを知りたいと思いますか。（３つまで○印）

図表 消費生活に関する内容について知りたいこと
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
調
査
数

（
人

）

悪
質
商
法
な
ど
の
手
口
と
ト
ラ

ブ
ル
へ
の
対
処

消
費
者
に
関
わ
り
の
深
い
法

律

、
制
度

電
子
マ
ネ
ー

や
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
決

済
な
ど

、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
に
関
す
る
知
識

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
し
く
み

や
ロ
ー

ン
な
ど

、
金
融
に
関
す

る
知
識

商

品

や

サ
ー

ビ

ス

の

安

全

性

や

リ

コ
ー

ル

情

報

食
品
ロ
ス
の
削
減

食
品
の
安
全
性
や
食
品
表
示
制

度 く
ら
し
に
役
立
つ
衣
食
住
な
ど

に
関
す
る
知
識

消
費
生
活
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
窓

口
の
役
割
や
利
用
方
法

節
電
・
節
水
な
ど
省
エ
ネ
の
実

践 家
計
管
理
や
生
活
設
計
に
つ
い

て
の
知
識

不
動
産
取
引
や

、
資
産
形
成
に

関
す
る
情
報

地
産
地
消
の
商
品
の
購
入

2,963 44.3 35.4 26.0 23.0 15.8 10.8 9.4 8.4 8.3 7.8 6.6 6.5 4.6

男性 1,340 44.2 39.6 24.5 23.1 17.5 10.4 7.8 5.4 6.3 7.5 5.1 8.0 4.8

女性 1,584 44.5 31.5 27.0 23.0 14.6 11.2 10.7 10.9 10.1 8.0 8.0 5.2 4.6

その他 36 36.1 44.4 33.3 19.4 8.3 13.9 8.3 8.3      - 8.3 5.6 11.1      -

17歳以下 1,471 41.1 40.7 24.7 27.6 14.1 12.8 3.9 4.4 3.5 7.9 5.6 4.4 2.6

18～19歳 65 40.0 29.2 33.8 41.5 16.9 9.2 4.6 4.6 9.2 9.2 9.2 4.6 1.5

20歳代 68 42.6 47.1 39.7 39.7 14.7 7.4 2.9 7.4 11.8 4.4 16.2 13.2 2.9

30歳代 139 50.4 38.8 24.5 28.1 20.1 10.1 8.6 6.5 9.4 5.0 11.5 16.5 2.2

40歳代 264 48.5 33.7 32.6 22.0 20.1 12.1 3.8 9.5 11.0 5.3 14.4 12.5 5.7

50歳代 251 52.6 32.3 36.3 17.1 17.5 8.8 11.6 17.9 15.1 8.0 6.0 7.6 5.2

60歳代 325 53.5 29.5 27.1 14.5 18.5 8.6 17.5 14.2 17.5 5.5 4.3 8.0 5.2

70歳以上 376 38.6 20.7 15.2 9.0 14.4 6.9 28.7 13.3 11.2 12.2 3.7 4.5 12.8

高知市 1,204 45.0 36.8 26.7 23.5 16.9 9.9 10.2 8.2 8.5 8.2 6.9 7.4 5.4

安芸広域圏 241 45.6 32.8 23.7 20.7 13.3 9.5 9.5 7.5 8.7 9.1 7.1 7.5 3.7

南国・香美広域圏 326 43.6 36.8 35.3 25.2 14.1 13.2 9.8 8.6 8.6 6.4 5.5 8.6 5.2

嶺北広域圏 22 36.4 36.4 18.2 13.6 4.5 9.1 18.2 31.8 13.6 13.6 9.1      - 9.1

仁淀川広域圏 228 40.4 30.7 24.6 21.1 19.3 8.8 10.1 8.8 10.1 9.6 5.3 6.6 4.4

高吾北広域圏 80 45.0 35.0 25.0 21.3 13.8 11.3 5.0 10.0 5.0 7.5 11.3 8.8 3.8

高幡広域圏 232 47.4 31.0 22.8 17.7 21.1 11.6 8.2 8.6 7.3 7.8 7.3 7.3 3.9

幡多広域圏 624 43.1 36.2 22.8 25.2 13.0 12.5 8.0 7.7 7.2 6.1 6.3 3.2 3.5

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
調
査
数

（
人

）

環
境
に
配
慮
し
た
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
選
択

マ
イ
バ
ッ
グ
・
マ
イ
箸
等
の
利

用 フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
製
品
等
の
購

入 消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
団

体
・
グ
ル
ー

プ
な
ど
の
活
動

講
座
や
催
し
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト

情
報

そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

2,963 4.3 3.5 2.9 1.8 1.1 0.3 9.8 1.7

男性 1,340 3.9 3.2 3.1 2.6 0.8 0.2 11.3 1.5

女性 1,584 4.7 3.7 2.7 1.2 1.5 0.3 8.3 2.0

その他 36      - 2.8 2.8      -      - 2.8 13.9      -

17歳以下 1,471 2.9 4.4 3.6 1.7 0.7 0.1 14.8      -

18～19歳 65 3.1 1.5      - 3.1      -      - 16.9      -

20歳代 68 2.9      - 1.5      -      -      - 2.9 1.5

30歳代 139 1.4 2.9 2.9 0.7 2.2 1.4 4.3 1.4

40歳代 264 2.7 1.9 4.2 2.3 2.7      - 3.8 0.4

50歳代 251 3.2 0.4 2.8 3.2 1.6 0.8 4.0 1.6

60歳代 325 7.1 1.8 1.8 0.9 1.5 0.3 4.3 2.8

70歳以上 376 10.6 5.6 0.8 2.4 1.1 0.5 4.8 9.0

高知市 1,204 4.1 3.0 3.4 1.7 1.6 0.4 8.2 2.0

安芸広域圏 241 5.0 3.3 1.7 1.7 0.8 0.4 10.0 2.9

南国・香美広域圏 326 7.1 2.8 2.5 1.5 0.6      - 5.2 1.8

嶺北広域圏 22 18.2 4.5      -      - 4.5      - 4.5      -

仁淀川広域圏 228 2.6 3.5 3.1 1.8 0.4      - 13.6 1.3

高吾北広域圏 80 1.3 3.8 2.5 1.3      -      - 10.0 2.5

高幡広域圏 232 3.4 5.2 3.4 1.3 1.3 0.9 11.2 1.3

幡多広域圏 624 3.7 4.0 2.4 2.7 1.0      - 13.1 0.8

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位
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問３/副問１「被害の内容」との関係をみると、「食の安全に関するもの」、「その他」を除くすべ

ての被害内容で「消費者に関わりの深い法律、制度」が４割以上と最も多く、「食の安全に関するも

の」、「その他」では「悪質商法などの手口とトラブルへの対処」が３割以上と最も多くなっている。

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
調
査
数

（
人

）

消
費
者
に
関
わ
り
の
深
い
法

律

、
制
度

悪
質
商
法
な
ど
の
手
口
と
ト
ラ

ブ
ル
へ
の
対
処

商

品

や

サ
ー

ビ

ス

の

安

全

性

や

リ

コ
ー

ル

情

報

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
の
し
く
み

や
ロ
ー

ン
な
ど

、
金
融
に
関
す

る
知
識

電
子
マ
ネ
ー

や
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
決

済
な
ど

、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
に
関
す
る
知
識

く
ら
し
に
役
立
つ
衣
食
住
な
ど

に
関
す
る
知
識

講
座
や
催
し
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト

情
報

消
費
生
活
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
窓

口
の
役
割
や
利
用
方
法

食
品
ロ
ス
の
削
減

マ
イ
バ
ッ
グ
・
マ
イ
箸
等
の
利

用 食
品
の
安
全
性
や
食
品
表
示
制

度

599 46.4 37.9 25.2 20.9 16.9 12.0 11.0 10.9 7.3 7.2 6.5

架空請求、不当請求、振り込め詐欺などに関するもの 153 49.0 41.8 19.6 18.3 11.8 13.1 13.1 5.2 6.5 6.5 6.5

商品、サービスの内容に関するもの 274 47.1 39.1 23.4 19.7 23.0 14.6 11.3 9.1 4.4 7.3 6.9

商品、サービスの価格に関するもの 56 46.4 42.9 26.8 12.5 17.9 14.3 16.1 8.9 5.4 8.9 7.1

内容、価格以外の契約に関するもの 48 50.0 45.8 20.8 16.7 18.8 16.7 18.8 4.2 6.3 4.2 8.3

解約、返品、交換に関するもの 65 46.2 41.5 20.0 20.0 18.5 13.8 21.5 9.2 6.2 6.2 3.1

販売方法に関するもの 117 49.6 36.8 28.2 24.8 12.8 12.0 16.2 10.3 8.5 8.5 8.5

事後の対応、苦情への対応に関するもの 84 61.9 39.3 25.0 21.4 14.3 7.1 21.4 10.7 7.1 9.5 8.3

個人情報に関するもの 52 48.1 46.2 21.2 19.2 9.6 11.5 19.2 9.6 11.5 5.8 5.8

食の安全に関するもの 70 37.1 38.6 18.6 17.1 12.9 15.7 11.4 15.7 4.3 8.6 12.9

その他 33 42.4 45.5 24.2 18.2 9.1 9.1 12.1 18.2 9.1 3.0 3.0

比率(％)
網掛け＝

全　体

（
設
問
３
/
副
問
１

）
被
害

の
内
容

１位

２位

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
調
査
数

（
人

）

家
計
管
理
や
生
活
設
計
に
つ
い

て
の
知
識

節
電
・
節
水
な
ど
省
エ
ネ
の
実

践 地
産
地
消
の
商
品
の
購
入

環
境
に
配
慮
し
た
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
の
選
択

不
動
産
取
引
や

、
資
産
形
成
に

関
す
る
情
報

消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
団

体
・
グ
ル
ー

プ
な
ど
の
活
動

フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
製
品
等
の
購

入 そ
の
他

特
に
な
い

無
回
答

599 5.3 4.7 4.2 3.5 2.8 2.8 2.7 0.7 7.3 1.5

架空請求、不当請求、振り込め詐欺などに関するもの 153 6.5 3.9 2.0 2.6 3.9 4.6 2.6      - 7.8 1.3

商品、サービスの内容に関するもの 274 5.1 5.5 3.6 4.0 2.6 4.4 1.1 0.7 8.0 1.5

商品、サービスの価格に関するもの 56 3.6 5.4 5.4 1.8 5.4 3.6 1.8      - 7.1 1.8

内容、価格以外の契約に関するもの 48 4.2 2.1 8.3 2.1 4.2 4.2 4.2      - 4.2 4.2

解約、返品、交換に関するもの 65 6.2 1.5 4.6 1.5 3.1 3.1 3.1 1.5 4.6 3.1

販売方法に関するもの 117 5.1 5.1 3.4 2.6 5.1 4.3 3.4 0.9 2.6 1.7

事後の対応、苦情への対応に関するもの 84 3.6 3.6 7.1 1.2 1.2 7.1 1.2 1.2 4.8 2.4

個人情報に関するもの 52 7.7 1.9 3.8 5.8 5.8 11.5 5.8      - 5.8      -

食の安全に関するもの 70 8.6 2.9 2.9 4.3 7.1 4.3 5.7      - 10.0      -

その他 33      - 3.0 9.1 6.1 3.0 3.0 3.0 3.0 6.1      -

比率(％)
網掛け＝

全　体

（
設
問
３
/
副
問
１

）
被
害

の
内
容

１位

２位

図表 消費生活に関する内容について知りたいこと －設問３/副問１「被害の内容」との関係－
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（17）成年年齢の引下げについて正しいと思うこと

「18 歳になればできる」と認められているものとして正しく認識されているかをみると、「飲酒」、

「養子を迎える」、「競馬や競輪などの公営ギャンブル」では９割以上が正しいと認識されており、

「パチンコ」、「司法書士や薬剤師免許などの国家資格の取得」では７割以上が誤って認識されてい

る。また、全問正解率は 0.2％（7人）にとどまっている。

グラフ単位：（％）

1.飲酒

2.結婚

×

〇

正/誤凡例 回答数

2,919 人

2,919 人

2,919 人3.養子を迎える ×

2,919 人

2,919 人

4.競馬や競輪などの公営ギャンブル

5.パチンコ

×

〇

2,919 人

2,919 人

2,919

6.クレジットカードを作る、ローンを組む

7.国政選挙等の投票、選挙運動

8.普通自動車運転免許の取得

9.中型自動車運転免許の取得

〇

〇

10.司法書士や薬剤師免許などの国家資格の取得

〇

×

〇

人

2,919 人

2,919 人

92.2 

60.6 

90.0 

90.1 

13.7 

51.8 

63.4 

66.9 

70.4 

25.2 

7.8 

39.4 

10.0 

9.9 

86.3 

48.2 

36.6 

33.1 

29.6 

74.8 

0% 50% 100%

正 誤

問 12 今年４月から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられましたが、親の同意なく一人で契約ができ
るなど、「18 歳になればできる」と認められているものとして、正しいと思うものはどれですか。（正しい
と思うものすべてに○印）

図表 成年年齢の引下げについて正しいと思うこと

※（正/誤）18 歳以上でできること＝〇、20 歳以上でなければできないこと＝×
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（18）成年年齢の引下げについて感じること

全体では、「プレッシャーに感じる」（30.7％）が最も多く、次いで「なんとなく面倒に感じる」

（29.4％）、「消費者被害にあうかもしれないと不安に感じる」（20.8％）などとなっている。

性別にみると、すべての性別で「プレッシャーに感じる」が最も多くなっている。

年代別にみると、17 歳以下は「プレッシャーに感じる」（31.9％）が最も多くなっている。

居住地別にみると、高幡広域圏は「プレッシャーに感じる」（37.3％）、南国・香美広域圏は「な

んとなく面倒に感じる」（34.0％）がそれぞれ最も多くなっている。

30.7 

29.4 

20.8 

14.3 

13.9 

7.2 

3.3 

26.6 

3.2 

0 10 20 30 40

プレッシャーに感じる

なんとなく面倒に感じる

消費者被害にあうかもしれないと不安に感じる

法律や制度について詳しく知ろうと思う

より早く大人の仲間入りができてうれしい

社会の一員として期待されていると思う

その他

特に何とも思わない

無回答

（％）

（Ｎ=1,529）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
調
査
数

（
人

）

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

に
感
じ
る

な
ん
と
な
く
面
倒
に
感
じ
る

消
費
者
被
害
に
あ
う
か
も
し
れ

な
い
と
不
安
に
感
じ
る

法
律
や
制
度
に
つ
い
て
詳
し
く

知
ろ
う
と
思
う

よ
り
早
く
大
人
の
仲
間
入
り
が

で
き
て
う
れ
し
い

社
会
の
一
員
と
し
て
期
待
さ
れ

て
い
る
と
思
う

そ
の
他

特
に
何
と
も
思
わ
な
い

無
回
答

1,529 30.7 29.4 20.8 14.3 13.9 7.2 3.3 26.6 3.2

男性 747 29.7 29.2 19.9 13.9 16.1 7.4 2.9 29.0 1.6

女性 753 31.3 29.3 21.1 14.5 11.2 6.9 3.2 24.7 4.6

その他 29 41.4 34.5 34.5 20.7 27.6 10.3 13.8 13.8 6.9

17歳以下 1,471 31.9 30.3 21.3 14.8 14.3 7.5 3.3 27.5      -

18～19歳 58 1.7 6.9 6.9 3.4 1.7      - 1.7 3.4 84.5

20歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

30歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

40歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

50歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

60歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

70歳以上      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

高知市 550 34.2 29.8 24.5 14.5 16.2 6.5 3.1 24.4 2.0

安芸広域圏 145 31.7 31.0 23.4 17.9 12.4 8.3 3.4 21.4 1.4

南国・香美広域圏 106 33.0 34.0 23.6 16.0 9.4 8.5 5.7 26.4      -

嶺北広域圏 4 25.0 25.0 25.0 50.0      -      -      - 50.0      -

仁淀川広域圏 112 32.1 33.0 17.9 11.6 17.9 7.1 4.5 28.6      -

高吾北広域圏 38 23.7 21.1 23.7 10.5 7.9 5.3 5.3 31.6 2.6

高幡広域圏 126 37.3 34.1 23.0 15.1 11.1 7.1 2.4 24.6 1.6

幡多広域圏 448 24.1 25.7 14.5 12.9 12.9 7.6 2.7 30.6 7.4

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

問 13（高校生の方のみお答えください。）

「成年年齢引下げ」について、あなたはどのように感じますか。（当てはまるものすべてに○印）

図表 成年年齢の引下げについて感じること
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（19）不安に思う消費者トラブル

全体では、「スマホやネット回線などの "通信契約" トラブル」（57.5％）が最も多く、次いで「情

報商材やマルチなどの "もうけ話" トラブル」（48.7％）、「消費者金融からの借り入れやクレジッ

トカードなどの "借金・クレカ" トラブル」（46.9％）などとなっている。

性別にみると、男性、その他は「情報商材やマルチなどの "もうけ話" トラブル」、女性は「スマ

ホやネット回線などの "通信契約" トラブル」（59.7％）がそれぞれ最も多くなっている。

年代別にみると、17 歳以下は「スマホやネット回線などの "通信契約" トラブル」（58.0％）、18

～19 歳は「音楽・動画配信やファッション、飲食などの"サブスク"トラブル」（75.0％）が最も多

くなっている。

居住地別にみると、高幡広域圏は「消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの"借金・

クレカ"トラブル」（58.6％）が最も多くなっている。

57.5 

48.7 

46.9 

40.3 

37.7 

36.8 

30.8 

29.6 

24.5 

20.1 

16.4 

0.3 

0.3 

0 10 20 30 40 50 60

スマホやネット回線などの

"通信契約"トラブル

情報商材やマルチなどの

"もうけ話"トラブル

消費者金融からの借り入れやクレジット

カードなどの"借金・クレカ"トラブル

賃貸住宅や電力の契約など

"新生活関連"トラブル

誇大な広告や知り合った相手からの

勧誘など"ＳＮＳきっかけ"トラブル

音楽・動画配信やファッション、

飲食などの"サブスク"トラブル

健康食品や化粧品などの

"定期購入"トラブル

就活商法やオーディション商法

などの"仕事関連"トラブル

エステや美容医療などの"美容関連"トラブル

出会い系サイトやマッチングアプリの

"出会い系"トラブル

デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル

その他

無回答

（％）
（Ｎ=318）

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
調
査
数

（
人

）

ス
マ
ホ
や
ネ
ッ
ト
回
線
な
ど
の
"
通
信
契

約
"
ト
ラ
ブ
ル

情
報
商
材
や
マ
ル
チ
な
ど
の
"
も
う
け
話

"
ト
ラ
ブ
ル

消
費
者
金
融
か
ら
の
借
り
入
れ
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
な
ど
の
"
借
金
・
ク
レ
カ

"
ト
ラ
ブ
ル

賃
貸
住
宅
や
電
力
の
契
約
な
ど
"
新
生
活

関
連
"
ト
ラ
ブ
ル

誇
大
な
広
告
や
知
り
合

っ
た
相
手
か
ら
の

勧
誘
な
ど
"
Ｓ
Ｎ
Ｓ
き

っ
か
け
"
ト
ラ
ブ

ル 音
楽
・
動
画
配
信
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

、
飲

食
な
ど
の
"
サ
ブ
ス
ク
"
ト
ラ
ブ
ル

健
康
食
品
や
化
粧
品
な
ど
の
"
定
期
購
入

"
ト
ラ
ブ
ル

就
活
商
法
や
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン
商
法
な
ど

の
"
仕
事
関
連
"
ト
ラ
ブ
ル

エ
ス
テ
や
美
容
医
療
な
ど
の
"
美
容
関
連

"
ト
ラ
ブ
ル

出
会
い
系
サ
イ
ト
や
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ

の
"
出
会
い
系
"
ト
ラ
ブ
ル

デ
ー

ト
商
法
な
ど
の
"
異
性
・
恋
愛
関
連

"
ト
ラ
ブ
ル

そ
の
他

無
回
答

318 57.5 48.7 46.9 40.3 37.7 36.8 30.8 29.6 24.5 20.1 16.4 0.3 0.3
男性 149 57.0 60.4 45.0 42.3 47.0 37.6 29.5 37.6 17.4 26.2 22.1      -      -
女性 159 59.7 37.1 47.8 38.4 27.7 36.5 31.4 22.0 29.6 13.2 10.1      - 0.6
その他 10 30.0 60.0 60.0 40.0 60.0 30.0 40.0 30.0 50.0 40.0 30.0 10.0      -
17歳以下 314 58.0 48.7 47.1 40.1 37.9 36.3 30.9 29.9 24.8 20.1 16.6 0.3      -
18～19歳 4 25.0 50.0 25.0 50.0 25.0 75.0 25.0      -      - 25.0      -      - 25.0
20歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
30歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
40歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
50歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
60歳代      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
70歳以上      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -
高知市 135 63.0 57.0 49.6 45.2 43.0 37.8 32.6 34.1 23.7 22.2 15.6      -      -
安芸広域圏 34 44.1 44.1 35.3 35.3 26.5 38.2 35.3 26.5 23.5 17.6 20.6 2.9      -
南国・香美広域 25 64.0 56.0 40.0 40.0 32.0 32.0 32.0 28.0 28.0 28.0 24.0      - 4.0
嶺北広域圏 1 100.0      - 100.0 100.0 100.0      -      - 100.0      -      -      -      -      -
仁淀川広域圏 20 50.0 55.0 40.0 25.0 30.0 45.0 35.0 10.0 10.0 15.0 5.0      -      -
高吾北広域圏 9 33.3 44.4 44.4 22.2 55.6 22.2 22.2 33.3 33.3 33.3 11.1      -      -
高幡広域圏 29 51.7 27.6 58.6 48.3 27.6 27.6 37.9 31.0 31.0 24.1 24.1      -      -
幡多広域圏 65 58.5 40.0 46.2 35.4 38.5 40.0 21.5 26.2 26.2 12.3 13.8      -      -

お
住
ま
い
の
場
所

年
代

比率(％)
網掛け＝

全　体

性
別

１位

２位

副問１（問 13 の回答で「５（消費者被害にあうかもしれないと不安に感じる）」を選択した高校生のみお答えください。）

被害にあうかもしれないと、あなたが不安に思っている消費者トラブルはどのようなことですか。
（当てはまるものすべてに○印）

図表 不安に思う消費者トラブル
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３．意識（問１）と行動（問２）のギャップについて

性別にみると、男性より女性の方が消費者問題への関心度は高く、一方、消費者トラブル防止の

ための行動については女性より男性の方が消費者トラブル防止のための行動をとっていることが

伺える。

年代が 40歳代以上、居住地が南国・香美広域圏では、関心度・行動指数ともに比較的高く、消費

者トラブル防止のための更なる行動を促す層であると考えられる。

男性
女性

その他

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

消
費

者
問

題
へ

の
関

心
度

消費者トラブル防止のための行動

意識と行動のギャップについて【性別】

17歳以下18～19歳

20歳代 30歳代

40歳代
50歳代

60歳代

70歳以上

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

消
費
者
問

題
へ
の

関
心

度

消費者トラブル防止のための行動

意識と行動のギャップについて【年代別】

高知市

安芸広域圏
南国・香美

広域圏

嶺北広域圏

仁淀川広域圏

高吾北広域圏

高幡広域圏

幡多広域圏

2.5

2.75

3

3.25

3.5

3.75

4

1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

消
費

者
問

題
へ

の
関

心
度

消費者トラブル防止のための行動

意識と行動のギャップについて【居住地別】

消費者問題への関心（問１）と消費者トラブル防止のための行動（問２）について、下記のとおり、属性別に
相関分析を行い、「意識と行動のギャップ」を把握した。

図表 意識（問１）と行動（問２）のギャップ
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第３章 資料

１．集計表（18 歳以上の一般県民・18 歳未満の高校生の別）

１．調査対象者の属性

（１）性別

（２）年代

（３）職業

（４）子どもの状況

(1) (2) (3)

調

査

数

男

性

女

性

そ

の

他

無

回

答

1,492 610 870 9 3

100.0 40.9 58.3 0.6 0.2

1,471 730 714 27      -

100.0 49.6 48.5 1.8      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

調

査

数

1

7

歳

以

下

1

8

～

1

9

歳

2

0

歳

代

3

0

歳

代

4

0

歳

代

5

0

歳

代

6

0

歳

代

7

0

歳

以

上

無

回

答

1,492      - 65 68 139 264 251 325 376 4

100.0      - 4.4 4.6 9.3 17.7 16.8 21.8 25.2 0.3

1,471 1,471      -      -      -      -      -      -      -      -

100.0 100.0      -      -      -      -      -      -      -      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

調

査

数

農

林

業

漁

業

商

工

サ

ー

ビ

ス

業

自

営

事

務

職

技

術

職

労

務

職

管

理

職

自

由

業

主

婦

・

主

夫

学

生

無

職

そ

の

他

無

回

答

1,492 81 7 75 207 180 151 74 20 134 75 329 150 9

100.0 5.4 0.5 5.0 13.9 12.1 10.1 5.0 1.3 9.0 5.0 22.1 10.1 0.6

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

調

査

数

就

学

前

の

子

ど

も

が

い

る

小

・

中

学

生

の

子

ど

も

が

い

る

高

校

生

の

子

ど

も

が

い

る

大

学

生

、
専

門

学

校

生

等

の

子

ど

も

が

い

る

子

ど

も

は

成

人

し

て

い

る

（

「
３

～

４

」
を

除

く

）

そ

の

他

子

ど

も

は

い

な

い

無

回

答

1,492 108 191 147 116 742 34 385 10

100.0 7.2 12.8 9.9 7.8 49.7 2.3 25.8 0.7

     -      -      -      -      -      -      -      -      -

     -      -      -      -      -      -      -      -      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生
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（５）お住まいの場所

２．消費生活について

（１）消費者問題の関心度

（２）消費者トラブル防止のための行動

（３）行動していない理由

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

調

査

数

高

知

市

安

芸

広

域

圏

南

国

・

香

美

広

域

圏

嶺

北

広

域

圏

仁

淀

川

広

域

圏

高

吾

北

広

域

圏

高

幡

広

域

圏

幡

多

広

域

圏

無

回

答

1,492 672 98 221 18 116 43 109 209 6

100.0 45.0 6.6 14.8 1.2 7.8 2.9 7.3 14.0 0.4

1,471 532 143 105 4 112 37 123 415      -

100.0 36.2 9.7 7.1 0.3 7.6 2.5 8.4 28.2      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (1)＋(2) (4)＋(5)

調

査

数

関

心

が

あ

る

ど

ち

ら

か

と

い

え

ば

関

心

が

あ

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

関

心

が

な

い

関

心

が

な

い

無

回

答

【
関

心

が

あ

る

】

【
関

心

が

な

い

】

1,492 296 557 331 228 62 18 853 290

100.0 19.8 37.3 22.2 15.3 4.2 1.2 57.1 19.5

1,471 100 349 463 327 232      - 449 559

100.0 6.8 23.7 31.5 22.2 15.8      - 30.5 38.0

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (1)＋(2) (4)＋(5)

調

査

数

行

動

し

て

い

る

や

や

行

動

し

て

い

る

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

あ

ま

り

行

動

し

て

い

な

い

行

動

し

て

い

な

い

無

回

答

【
行

動

し

て

い

る

】

【
行

動

し

て

い

な

い

】

1,492 48 187 226 379 637 15 235 1,016

100.0 3.2 12.5 15.1 25.4 42.7 1.0 15.7 68.1

1,471 29 93 232 324 793      - 122 1,117

100.0 2.0 6.3 15.8 22.0 53.9      - 8.3 75.9

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

調

査

数

何

を

ど

う

調

べ

て

い

い

の

か

分

か

ら

な

い

、
イ

ベ

ン

ト

等

の

開

催

情

報

を

知

ら

な

い

忙

し

く

て

情

報

を

調

べ

た

り

、

イ

ベ

ン

ト

等

に

参

加

す

る

時

間

が

な

い

情

報

を

調

べ

た

り

、
イ

ベ

ン

ト

等

に

参

加

す

る

の

は

面

倒

消

費

者

ト

ラ

ブ

ル

は

、
身

近

な

問

題

で

は

な

い

と

感

じ

る

そ

の

他

特

に

理

由

は

な

い

無

回

答

1,016 258 252 234 129 38 254 17

100.0 25.4 24.8 23.0 12.7 3.7 25.0 1.7

1,117 413 169 200 73 15 496      -

100.0 37.0 15.1 17.9 6.5 1.3 44.4      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生
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（４）消費者トラブルや被害の経験

（５）消費者トラブルや被害の内容

（６）消費者トラブルや被害にあった理由

（７）消費者トラブルや被害にあった時の相談先

(1) (2)

調

査

数

あ

る

な

い

無

回

答

1,492 382 1,089 21

100.0 25.6 73.0 1.4

1,471 217 1,254      -

100.0 14.8 85.2      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

調

査

数

架

空

請

求

、
不

当

請

求

、
振

り

込

め

詐

欺

（
特

殊

詐

欺

）
な

ど

に

関

す

る

も

の

商

品

、
サ

ー

ビ

ス

の

内

容

に

関

す

る

も

の

（
欠

陥

品

、
量

や

質

、
性

能

や

効

能

が

表

示

や

説

明

と

違

っ

て

い

た

な

ど

）

商

品

、
サ

ー

ビ

ス

の

価

格

に

関

す

る

も

の

（

「
特

別

価

格

」

「
優

待

価

格

」
が

ウ

ソ

だ

っ
た

な

ど

）

内

容

、
価

格

以

外

の

契

約

に

関

す

る

も

の

（
契

約

条

件

が

違

っ

て

い

た

な

ど

）

解

約

、
返

品

、
交

換

に

関

す

る

も

の

（
契

約

を

解

除

し

よ

う

と

し

た

ら

高

額

な

解

約

料

金

を

請

求

さ

れ

た

な

ど

）

販

売

方

法

に

関

す

る

も

の

（
誇

大

広

告

、

ウ

ソ

の

説

明

、
脅

さ

れ

る

、
し

つ

こ

い

勧

誘

な

ど

）

事

後

の

対

応

、
苦

情

へ

の

対

応

に

関

す

る

も

の

（
納

得

で

き

る

説

明

が

な

い

、
対

応

が

遅

い

な

ど

）

個

人

情

報

に

関

す

る

も

の

（
自

分

の

個

人

情

報

が

漏

れ

て

い

る

な

ど

）

食

の

安

全

に

関

す

る

も

の

（
消

費

期

限

切

れ

、
産

地

・

原

材

料

偽

装

、
異

物

混

入

な

ど

）

そ

の

他

無

回

答

382 84 164 45 37 51 92 68 35 36 25 4

100.0 22.0 42.9 11.8 9.7 13.4 24.1 17.8 9.2 9.4 6.5 1.0

217 69 110 11 11 14 25 16 17 34 8      -

100.0 31.8 50.7 5.1 5.1 6.5 11.5 7.4 7.8 15.7 3.7      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

調

査

数

商

品

や

サ

ー

ビ

ス

に

つ

い

て

の

説

明

が

不

十

分

だ

っ

た

か

ら

事

業

者

に

消

費

者

保

護

の

意

識

が

薄

く

、

自

社

の

利

益

追

求

が

優

先

さ

れ

て

い

る

か

ら 意

図

的

に

だ

ま

そ

う

と

い

う

悪

意

が

あ

る

事

業

者

だ

っ

た

か

ら

自

分

の

消

費

生

活

に

関

す

る

情

報

に

関

心

を

持

つ

度

合

い

が

低

い

か

ら

誰

に

も

相

談

せ

ず

、
自

分

一

人

で

解

決

し

よ

う

と

し

た

か

ら

商

品

の

購

入

や

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

に

あ

た

っ
て

、
契

約

内

容

を

理

解

で

き

て

い

な

か

っ
た

か

ら

人

に

勧

め

ら

れ

、
内

容

を

十

分

検

討

す

る

こ

と

な

く

、
無

意

識

的

に

契

約

し

た

か

ら

そ

の

他

無

回

答

382 60 75 85 26 21 31 17 38 29

100.0 15.7 19.6 22.3 6.8 5.5 8.1 4.5 9.9 7.6

217 69 36 38 23 16 10 5 20      -

100.0 31.8 16.6 17.5 10.6 7.4 4.6 2.3 9.2      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

調

査

数

家

族

、
友

人

、
同

僚

な

ど

の

身

近

な

人

商

品

、
サ

ー

ビ

ス

の

販

売

店

、

代

理

店

な

ど

商

品

、
サ

ー

ビ

ス

の

提

供

元

で

あ

る

メ
ー

カ

ー

な

ど

消

費

生

活

セ

ン

タ

ー

や

市

町

村

の

消

費

生

活

相

談

窓

口

警

察

弁

護

士

、
司

法

書

士

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

、

あ

っ

た

か

ふ

れ

あ

い

セ

ン

タ
ー

民

生

委

員

、
児

童

委

員

学

校

の

教

職

員

そ

の

他

ど

こ

に

も

相

談

し

な

か

っ

た

無

回

答

382 111 67 38 62 28 11 2 1 1 12 117 41

100.0 29.1 17.5 9.9 16.2 7.3 2.9 0.5 0.3 0.3 3.1 30.6 10.7

217 93 25 16 4 5 2      -      - 1 3 99      -

100.0 42.9 11.5 7.4 1.8 2.3 0.9      -      - 0.5 1.4 45.6      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生
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（８）相談しなかった理由

（９）消費者トラブルや被害にあわないための重要なこと

（10）消費者トラブルや被害にあわないために行政に望むこと

（11）消費者生活相談窓口の認知度

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

調

査

数

被

害

が

小

さ

い

な

ど

、
相

談

す

る

ほ

ど

の

ト

ラ

ブ

ル

と

は

思

わ

な

か

っ

た

相

談

し

て

も

仕

方

な

い

と

思

っ

た ど

こ

に

相

談

す

れ

ば

よ

い

か

分

か

ら

な

か

っ

た

気

ま

ず

い

思

い

を

し

た

り

、
揉

(

も

)

め

ご

と

に

な

る

の

が

心

配

だ

っ

た

相

談

す

る

の

が

面

倒

だ

っ

た

忙

し

く

て

相

談

す

る

時

間

が

な

か

っ

た

そ

の

他

無

回

答

117 49 54 17 14 18 9 10 2

100.0 41.9 46.2 14.5 12.0 15.4 7.7 8.5 1.7

99 52 24 8 6 34 4 7      -

100.0 52.5 24.2 8.1 6.1 34.3 4.0 7.1      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

調

査

数

契

約

の

際

に

は

冷

静

に

な

っ

て

考

え

る

な

ど

慎

重

に

行

動

す

る

家

族

に

相

談

す

る

商

品

を

購

入

し

た

り

サ
ー

ビ

ス

を

利

用

す

る

う

え

で

、
ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

に

あ

っ

た

事

案

に

関

す

る

情

報

が

提

供

さ

れ

る

消

費

者

の

相

談

に

対

応

す

る

た

め

の

身

近

な

行

政

相

談

窓

口

を

充

実

さ

せ

る

消

費

生

活

に

関

す

る

学

習

機

会

が

提

供

さ

れ

る

学

校

に

お

け

る

消

費

者

教

育

を

充

実

さ

せ

る

（
学

校

で

子

ど

も

た

ち

が

学

習

す

る

機

会

を

増

や

す

、
使

用

す

る

教

材

を

吟

味

す

る

な

ど

）

事

業

者

が

商

品

・

サ

ー

ビ

ス

の

内

容

等

に

つ

い

て

分

か

り

や

す

く

説

明

・

表

示

す

る

事

業

者

が

相

談

窓

口

を

充

実

さ

せ

る

知

人

、
地

域

な

ど

で

ト

ラ

ブ

ル

や

被

害

に

あ

っ
た

事

案

に

関

す

る

情

報

交

換

、
声

か

け

を

す

る

民

生

委

員

・

児

童

委

員

や

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

な

ど

に

見

守

り

活

動

を

し

て

も

ら

う

そ

の

他

無

回

答

1,492 1,130 637 470 362 77 269 463 103 188 33 12 33

100.0 75.7 42.7 31.5 24.3 5.2 18.0 31.0 6.9 12.6 2.2 0.8 2.2

1,471 1,161 796 356 203 196 253 429 146 153 54 5      -

100.0 78.9 54.1 24.2 13.8 13.3 17.2 29.2 9.9 10.4 3.7 0.3      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

調

査

数

消

費

者

相

談

や

商

品

リ

コ
ー

ル

な

ど

の

情

報

を

提

供

し

て

ほ

し

い

消

費

生

活

セ

ン

タ

ー

な

ど

の

相

談

窓

口

を

Ｐ

Ｒ

し

て

ほ

し

い

身

近

な

場

所

で

専

門

的

知

識

の

あ

る

相

談

員

に

相

談

で

き

る

よ

う

に

し

て

ほ

し

い

身

近

な

場

所

で

弁

護

士

な

ど

専

門

家

に

相

談

す

る

機

会

を

設

け

て

ほ

し

い

小

・

中

学

校

、
高

等

学

校

の

授

業

に

お

い

て

消

費

者

教

育

を

充

実

し

て

ほ

し

い

大

学

生

や

新

社

会

人

に

対

す

る

消

費

者

教

育

を

充

実

し

て

ほ

し

い

地

域

で

消

費

生

活

に

関

し

て

学

習

で

き

る

機

会

を

増

や

し

て

ほ

し

い

地

域

で

見

守

る

仕

組

み

を

つ

く

っ

て

ほ

し

い

民

生

委

員

・

児

童

委

員

な

ど

地

域

で

見

守

り

を

し

て

い

る

方

へ

の

研

修

を

充

実

し

て

ほ

し

い

苦

情

相

談

な

ど

に

対

す

る

事

業

者

の

取

組

を

支

援

し

て

ほ

し

い

消

費

者

問

題

に

取

り

組

む

消

費

者

団

体

、
市

民

団

体

等

の

活

動

を

支

援

し

て

ほ

し

い

そ

の

他

無

回

答

1,492 880 519 568 248 393 251 111 120 43 174 164 30 57

100.0 59.0 34.8 38.1 16.6 26.3 16.8 7.4 8.0 2.9 11.7 11.0 2.0 3.8

1,471 665 408 479 209 685 256 125 323 74 140 124 9      -

100.0 45.2 27.7 32.6 14.2 46.6 17.4 8.5 22.0 5.0 9.5 8.4 0.6      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

調

査

数

消

費

生

活

セ

ン

タ

ー

市

町

村

役

場

メ

ー

ル

相

談

（
消

費

生

活

セ

ン

タ

ー

）

消

費

者

ホ

ッ

ト

ラ

イ

ン

（
電

話

番

号

1

8

8

番

（
い

や

や

）

）

国

民

生

活

セ

ン

タ

ー

弁

護

士

会

・

司

法

書

士

会

日

本

司

法

支

援

セ

ン

タ

ー

（
法

テ

ラ

ス

）

警

察

そ

の

他

知

っ

て

い

る

相

談

窓

口

は

な

い

無

回

答

1,492 1,015 438 80 209 260 173 175 505 9 205 36

100.0 68.0 29.4 5.4 14.0 17.4 11.6 11.7 33.8 0.6 13.7 2.4

1,471 676 482 175 280 157 136 112 503 1 367      -

100.0 46.0 32.8 11.9 19.0 10.7 9.2 7.6 34.2 0.1 24.9      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生
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（12）注意点や対応方法を知りたい消費者トラブル

（13）消費者教育に適した場所

（14）情報収集の利用手段・メディア等

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

調

査

数

架

空

請

求

不

当

請

求

（
高

額

請

求

な

ど

）

無

料

商

法

詐

欺

的

な

定

期

購

入

商

法

違

法

性

の

あ

る

マ

ル

チ

商

法

電

話

勧

誘

販

売

便

乗

詐

欺

（
新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

や

原

油

・

物

価

高

な

ど

最

近

の

情

勢

を

利

用

し

た

も

の

）

特

殊

詐

欺

（
振

り

込

め

詐

欺

な

ど

）

送

り

付

け

詐

欺

販

売

預

託

商

法

容

易

に

解

約

で

き

な

い

サ

ブ

ス

ク

悪

質

な

訪

問

販

売

悪

質

な

訪

問

購

入

（
買

い

取

り

）

ゲ

ー

ム

課

金

ト

ラ

ブ

ル

1,492 769 571 396 422 440 496 243 340 359 99 467 386 270 260

100.0 51.5 38.3 26.5 28.3 29.5 33.2 16.3 22.8 24.1 6.6 31.3 25.9 18.1 17.4

1,471 835 614 490 356 387 295 220 291 345 167 327 319 241 467

100.0 56.8 41.7 33.3 24.2 26.3 20.1 15.0 19.8 23.5 11.4 22.2 21.7 16.4 31.7

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

調

査

数

パ

ソ

コ

ン

サ

ポ
ー

ト

詐

欺

デ

ー

ト

商

法

（
国

際

ロ

マ

ン

ス

詐

欺

な

ど

）

サ

イ

ド

ビ

ジ

ネ

ス

商

法

（
投

資

詐

欺

、
情

報

商

材

ト

ラ

ブ

ル

、
違

法

な

資

格

商

法

な

ど

）

タ

レ

ン

ト

・

モ

デ

ル

契

約

に

関

連

し

た

ト

ラ

ブ

ル

借

金

（
ロ

ー

ン

）
、
多

重

債

務

製

品

事

故

産

地

・

原

材

料

偽

装

食

品

等

へ

の

異

物

混

入

そ

の

他

い

ず

れ

に

も

関

心

が

な

い

無

回

答

1,492 198 55 149 36 166 141 212 155 28 85 50

100.0 13.3 3.7 10.0 2.4 11.1 9.5 14.2 10.4 1.9 5.7 3.4

1,471 223 141 131 134 343 191 162 252 1 171      -

100.0 15.2 9.6 8.9 9.1 23.3 13.0 11.0 17.1 0.1 11.6      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

調

査

数

家

庭

学

校

（
幼

保

育

園

、
小

・

中

・

高

校

、
大

学

な

ど

）

Ｐ

Ｔ

Ａ

・

保

護

者

会

ク

ラ

ブ

・

サ

ー

ク

ル

活

動

先

勤

務

先

（
職

場

）

行

政

機

関

町

内

会

な

ど

地

域

自

治

会

地

域

包

括

支

援

セ

ン

タ

ー

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

1,492 504 877 61 9 194 380 263 149 23 62 50

100.0 33.8 58.8 4.1 0.6 13.0 25.5 17.6 10.0 1.5 4.2 3.4

1,471 433 1,134 105 39 154 155 113 48 4 122      -

100.0 29.4 77.1 7.1 2.7 10.5 10.5 7.7 3.3 0.3 8.3      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

調

査

数

テ

レ

ビ

（
ニ

ュ
ー

ス

、
報

道

番

組

な

ど

）

テ

レ

ビ

Ｃ

Ｍ

ラ

ジ

オ

新

聞

本

、
雑

誌

（
週

刊

誌

や

専

門

誌

を

含

む

。

）

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ
ト

（
Y

o

u

T

u

b

e

、
イ

ン

タ

ー

ネ

ッ
ト

T

V

を

含

む

。

）

Ｓ

Ｎ

Ｓ

（
L

I

N

E

や

I

n

s

t

a

g

r

a

m

、

F

a

c

e

b

o

o

k

、
T

i

k

T

o

k

、

T

w

i

t

t

e

r

な

ど

）

メ

ー

ル

、
メ

ー

ル

マ

ガ

ジ

ン

ポ

ス

タ

ー

、
チ

ラ

シ

家

族

や

友

人

か

ら

の

情

報

学

校

（
授

業

や

教

員

か

ら

の

情

報

）

そ

の

他

無

回

答

1,492 1,215 255 125 637 112 729 304 47 83 363 19 10 28

100.0 81.4 17.1 8.4 42.7 7.5 48.9 20.4 3.2 5.6 24.3 1.3 0.7 1.9

1,471 1,010 271 49 119 86 939 836 32 33 251 111 2      -

100.0 68.7 18.4 3.3 8.1 5.8 63.8 56.8 2.2 2.2 17.1 7.5 0.1      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生
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（15）利用している代金の支払い方法

（16）消費生活に関する内容について知りたいこと

（17）成年年齢の引下げについて正しいと思うこと

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

調

査

数

現

金

ス

マ

ホ

決

済

プ

リ

ペ

イ

ド

カ
ー

ド

ク

レ

ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

デ

ビ

ッ

ト

カ

ー

ド

そ

の

他

無

回

答

1,492 987 118 130 208 10 12 27

100.0 66.2 7.9 8.7 13.9 0.7 0.8 1.8

1,471 1,294 106 26 23 18 4      -

100.0 88.0 7.2 1.8 1.6 1.2 0.3      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

調

査

数

消

費

者

に

関

わ

り

の

深

い

法

律

、
制

度

悪

質

商

法

な

ど

の

手

口

と

ト

ラ

ブ

ル

へ

の

対

処

商

品

や

サ

ー

ビ

ス

の

安

全

性

や

リ

コ

ー

ル

情

報

ク

レ

ジ

ッ
ト

カ
ー

ド

の

し

く

み

や

ロ

ー

ン

な

ど

、
金

融

に

関

す

る

知

識

電

子

マ

ネ

ー

や

Ｑ

Ｒ

コ

ー

ド

決

済

な

ど

、
キ

ャ

ッ
シ

ュ

レ

ス

決

済

に

関

す

る

知

識

不

動

産

取

引

や

、
資

産

形

成

に

関

す

る

情

報

家

計

管

理

や

生

活

設

計

に

つ

い

て

の

知

識

食

品

の

安

全

性

や

食

品

表

示

制

度 食

品

ロ

ス

の

削

減

地

産

地

消

の

商

品

の

購

入

節

電

・

節

水

な

ど

省

エ

ネ

の

実

践 マ

イ

バ

ッ
グ

・

マ

イ

箸

等

の

利

用 環

境

に

配

慮

し

た

商

品

や

サ
ー

ビ

ス

の

選

択

1,492 450 707 260 275 406 130 115 221 133 99 114 38 84

100.0 30.2 47.4 17.4 18.4 27.2 8.7 7.7 14.8 8.9 6.6 7.6 2.5 5.6

1,471 598 605 208 406 364 64 82 57 188 38 116 65 42

100.0 40.7 41.1 14.1 27.6 24.7 4.4 5.6 3.9 12.8 2.6 7.9 4.4 2.9

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

調

査

数

フ

ェ

ア

ト

レ

ー

ド

製

品

等

の

購

入 く

ら

し

に

役

立

つ

衣

食

住

な

ど

に

関

す

る

知

識

講

座

や

催

し

な

ど

の

イ

ベ

ン

ト

情

報

消

費

者

問

題

に

取

り

組

む

団

体

・

グ

ル

ー

プ

な

ど

の

活

動

消

費

生

活

ト

ラ

ブ

ル

の

相

談

窓

口

の

役

割

や

利

用

方

法

そ

の

他

特

に

な

い

無

回

答

1,492 32 184 23 29 194 7 72 51

100.0 2.1 12.3 1.5 1.9 13.0 0.5 4.8 3.4

1,471 53 64 11 25 51 1 217      -

100.0 3.6 4.4 0.7 1.7 3.5 0.1 14.8      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

(1) (2)

正 誤

1,492 1,350 98 44

100.0 90.5 6.6 2.9

1,492 773 675 44

100.0 51.8 45.2 2.9

1,492 1,382 66 44

100.0 92.6 4.4 2.9

1,492 1,314 134 44

100.0 88.1 9.0 2.9

1,492 199 1,249 44

100.0 13.3 83.7 2.9

1,492 643 805 44

100.0 43.1 54.0 2.9

1,492 1,068 380 44

100.0 71.6 25.5 2.9

1,492 1,081 367 44

100.0 72.5 24.6 2.9

1,492 1,101 347 44

100.0 73.8 23.3 2.9

1,492 373 1,075 44

100.0 25.0 72.1 2.9

〇

〇

×

〇

18歳以上の一般県民

〇

×

×

〇

〇

 

正

/

誤

×

パチンコ

 

調

査

数

 

無

回

答

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

飲酒・喫煙

結婚

養子を迎える

競馬や競輪などの公営ギャンブル

クレジットカードを作る、ローンを

組む

国政選挙等の投票、選挙運動

普通自動車運転免許の取得

中型自動車運転免許の取得

司法書士や薬剤師免許などの

国家資格の取得

１位

２位

(1) (2)

正 誤

1,471 1,342 129      -

100.0 91.2 8.8      -

1,471 997 474      -

100.0 67.8 32.2      -

1,471 1,245 226      -

100.0 84.6 15.4      -

1,471 1,316 155      -

100.0 89.5 10.5      -

1,471 201 1,270      -

100.0 13.7 86.3      -

1,471 869 602      -

100.0 59.1 40.9      -

1,471 782 689      -

100.0 53.2 46.8      -

1,471 872 599      -

100.0 59.3 40.7      -

1,471 954 517      -

100.0 64.9 35.1      -

1,471 362 1,109      -

100.0 24.6 75.4      -

 

調

査

数

 

無

回

答

18歳以下の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生



＜第３章 資料＞

40

（18）成年年齢の引下げについて感じること

（19）不安に思う消費者トラブル

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

調

査

数

よ

り

早

く

大

人

の

仲

間

入

り

が

で

き

て

う

れ

し

い

社

会

の

一

員

と

し

て

期

待

さ

れ

て

い

る

と

思

う

プ

レ

ッ

シ

ャ
ー

に

感

じ

る

な

ん

と

な

く

面

倒

に

感

じ

る

消

費

者

被

害

に

あ

う

か

も

し

れ

な

い

と

不

安

に

感

じ

る

法

律

や

制

度

に

つ

い

て

詳

し

く

知

ろ

う

と

思

う

そ

の

他

特

に

何

と

も

思

わ

な

い

無

回

答

58 1      - 1 4 4 2 1 2 49

100.0 1.7      - 1.7 6.9 6.9 3.4 1.7 3.4 84.5
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4 2      - 1 1 1      -      - 2 1 1 3      - 1

100.0 50.0      - 25.0 25.0 25.0      -      - 50.0 25.0 25.0 75.0      - 25.0

314 153 78 97 119 63 52 94 126 148 182 114 1      -

100.0 48.7 24.8 30.9 37.9 20.1 16.6 29.9 40.1 47.1 58.0 36.3 0.3      -

【表の見方】

上段＝回答数(人)

下段＝比率(％)

網掛け＝

18歳以上の一般県民

18歳以下の高校生

１位

２位

18 歳未満の高校生

18 歳未満の高校生
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２．調査票

令和４年度 消費生活等に係る県民意識調査

○最初に、あなたご自身のことについてお尋ねします。

Ｑ.１ 性別（１つだけ○印）

１ 男性 ２ 女性 ３ その他

Ｑ.２ 年代（１つだけ○印）

１ 17 歳以下 ２ 18～19 歳 ３ 20 歳代 ４ 30 歳代
５ 40 歳代 ６ 50 歳代 ７ 60 歳代 ８ 70 歳以上

Ｑ.３ 職業（１つだけ○印）

１ 農林業 （主婦･主夫の場合は、家庭内の仕事と田畑､漁業に出る時間と比較して多い方を選択）

２ 漁業
３ 商工サービス業自営（商店や工場などを自分でやっている人、家族従業員を含む）
４ 事務職（勤め人や公務員で主に事務系の仕事の人、課長以上を除く）
５ 技術職（主に技術系の仕事の人、看護師、保育士、教員など、課長以上を除く）
６ 労務職（現場従業者、工員、運転手、店員、日雇い、大工など）
７ 管理職（勤め人・公務員で課長以上の場合、校長・教頭など）
８ 自由業（医師、弁護士、画家、僧侶など）
９ 主婦・主夫（家庭内の仕事が一日で最も多い場合）
10 学生（高校、短大、大学、その他の学校在学中）
11 無職（年金などで生活しているか、自分の収入がなく、又は働いていない場合）
12 その他（上のいずれにも属さないもの）

Ｑ．４ 子どもの状況（同居・別居に関わらずお答えください。）

（当てはまるものすべてに○印）

１ 就学前の子どもがいる ２ 小・中学生の子どもがいる
３ 高校生の子どもがいる ４ 大学生、専門学校生等の子どもがいる
５ 子どもは成人している（「３～４」を除く） ６ その他
７ 子どもはいない

Ｑ．５ お住まいの場所（広域市町村圏）（１つだけ○印）

１ 高知市
２ 安芸広域圏…………室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、

北川村、馬路村、芸西村

３ 南国・香美広域圏…南国市、香南市、香美市
４ 嶺北広域圏…………本山町、大豊町、土佐町、大川村
５ 仁淀川広域圏………土佐市、いの町、日高村
６ 高吾北広域圏………佐川町、越知町、仁淀川町
７ 高幡広域圏…………須崎市、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町
８ 幡多広域圏…………宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月町、三原村、黒潮町
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○消費生活について

あなたやご家族の消費者トラブルの経験や、被害を防ぐために必要なこと、消費相談窓口の認

知度などについてお尋ねします。

問１ あなたは消費者問題＊についてどのくらい関心がありますか。（１つだけ○印）

＊消費者が購入した商品・サービスやその取引をめぐる消費者の被害または不利益の問題

１ 関心がある ２ どちらかといえば関心がある ３ どちらともいえない

４ あまり関心がない ５ 関心がない

問２ あなたは消費者トラブル防止のために自分で情報収集をしたり、講座やイベントに参加

するなどの行動をとっていますか。（１つだけ○印）

１ 行動している ２ やや行動している ３ どちらともいえない

４ あまり行動していない ５ 行動していない

副問１（問２で「４」または「５」を選んだ方のみお答えください。）

行動していないのは、なぜですか。（当てはまるものすべてに○印）

１ 何をどう調べていいのか分からない、イベント等の開催情報を知らない

２ 忙しくて情報を調べたり、イベント等に参加する時間がない

３ 情報を調べたり、イベント等に参加するのは面倒

４ 消費者トラブルは、身近な問題ではないと感じる

５ その他（ ）

６ 特に理由はない

問３ あなたやあなたの家族が、これまで商品を購入したりサービスを利用したときに、不満

を持ちながら諦めた場合を含め、トラブルや被害＊にあったことがありますか。（１つだけ

○印） ＊トラブルや被害とは、下記の副問１のような内容

１ ある ２ ない

（副問１、２、３へ） （問４へ）

副問１（問３で「１」を選んだ方のみお答えください。）

それはどのようなトラブルや被害でしたか。（当てはまるものすべてに○印）

１ 架空請求、不当請求、振り込め詐欺（特殊詐欺）などに関するもの

２ 商品、サービスの内容に関するもの（欠陥品、量や質、性能や効能が表示や説明と違っていたなど）

３ 商品、サービスの価格に関するもの（「特別価格」「優待価格」がウソだったなど）

４ 内容、価格以外の契約に関するもの（契約条件が違っていたなど）

５ 解約、返品、交換に関するもの（契約を解除しようとしたら高額な解約料金を請求されたなど）

６ 販売方法に関するもの（誇大広告、ウソの説明、脅される、しつこい勧誘など）

７ 事後の対応、苦情への対応に関するもの（納得できる説明がない、対応が遅いなど）

８ 個人情報に関するもの（自分の個人情報が漏れているなど）

９ 食の安全に関するもの（消費期限切れ、産地・原材料偽装、異物混入など）

10 その他（ ）
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副問２（問３で「１」を選んだ方のみお答えください。）

そのトラブルや被害にあった一番の原因は何だと思いますか。（１つだけ○印）

１ 商品やサービスについての説明が不十分だったから

２ 事業者に消費者保護の意識が薄く、自社の利益追求が優先されているから

３ 意図的にだまそうという悪意がある事業者だったから

４ 自分の消費生活に関する情報に関心を持つ度合いが低いから

５ 誰にも相談せず、自分一人で解決しようとしたから

６ 商品の購入やサービスの利用にあたって、契約内容を理解できていなかったから

７ 人に勧められ、内容を十分検討することなく、無意識的に契約したから

８ その他（ ）

副問３（問３で「１」を選んだ方のみお答えください。）

トラブルや被害にあった時に、どこへ相談しましたか。（当てはまるものすべてに○印）

１ 家族、友人、同僚などの身近な人

２ 商品、サービスの販売店、代理店など

３ 商品、サービスの提供元であるメーカーなど

４ 消費生活センターや市町村の消費生活相談窓口

５ 警察

６ 弁護士、司法書士

７ 地域包括支援センター、あったかふれあいセンター

８ 民生委員、児童委員

９ 学校の教職員

10 その他（ ）

11 どこにも相談しなかった

副問４（問３の副問３で「11」を選んだ方のみお答えください。）

どこにも相談しなかったのは、なぜですか。（３つまで○印）

１ 被害が小さいなど、相談するほどのトラブルとは思わなかった

２ 相談しても仕方ないと思った

３ どこに相談すればよいか分からなかった

４ 気まずい思いをしたり、揉めごとになるのが心配だった
も

５ 相談するのが面倒だった

６ 忙しくて相談する時間がなかった

７ その他（ ）
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問４ あなたは、商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害にあわないた

めには、何が重要だと思いますか。（３つまで○印）

１ 契約の際には冷静になって考えるなど慎重に行動する

２ 家族に相談する

３ 商品を購入したりサービスを利用するうえで、トラブルや被害にあった事案に関する

情報が提供される

４ 消費者の相談に対応するための身近な行政相談窓口を充実させる

５ 消費生活に関する学習機会が提供される

６ 学校における消費者教育を充実させる（学校で子どもたちが学習する機会を増やす、使

用する教材を吟味するなど）

７ 事業者が商品・サービスの内容等について分かりやすく説明・表示する

８ 事業者が相談窓口を充実させる

９ 知人、地域などでトラブルや被害にあった事案に関する情報交換、声かけをする

10 民生委員・児童委員や地域包括支援センターなどに見守り活動をしてもらう

11 その他（ ）

問５ 商品を購入したりサービスを利用するうえで、あなたが適切な判断をし、トラブルや被

害にあわないようにするために、行政に望むことは何ですか。（３つまで○印）

１ 消費者相談や商品リコールなどの情報を提供してほしい

２ 消費生活センターなどの相談窓口をＰＲしてほしい

３ 身近な場所で専門的知識のある相談員に相談できるようにしてほしい

４ 身近な場所で弁護士など専門家に相談する機会を設けてほしい

５ 小・中学校、高等学校の授業において消費者教育を充実してほしい

６ 大学生や新社会人に対する消費者教育を充実してほしい

７ 地域で消費生活に関して学習できる機会を増やしてほしい

８ 地域で見守る仕組みをつくってほしい

９ 民生委員・児童委員など地域で見守りをしている方への研修を充実してほしい

10 苦情相談などに対する事業者の取組を支援してほしい

11 消費者問題に取り組む消費者団体、市民団体等の活動を支援してほしい

12 その他（ ）

問６ あなたが知っている消費生活相談窓口はどれですか。

（当てはまるものすべてに○印）

１ 消費生活センター

２ 市町村役場

３ メール相談（消費生活センター）

４ 消費者ホットライン（電話番号 188 番（いやや））

５ 国民生活センター

６ 弁護士会・司法書士会

７ 日本司法支援センター（法テラス）

８ 警察

９ その他（ ）

10 知っている相談窓口はない
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問７ あなたが注意点や対応方法を知りたい消費者トラブルはどれですか。

（当てはまるものすべてに○印）

１ 架空請求

２ 不当請求（高額請求など）

３ 無料商法 ＊無料をＰＲしながら勧誘し、他商品を購入させる悪質商法の手口

４ 詐欺的な定期購入商法

５ 違法性のあるマルチ商法

＊商品やサービスを契約して販売組織に加入させたうえで、次は自分が友人等を勧誘して新たに

加入させると、紹介料やマージン等の利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していく仕組

み。「簡単に儲かる」「必ず儲かる」などと事実と異なる説明で勧誘したり、契約するまで帰らな

い・帰らせないなど強要すると違法

６ 電話勧誘販売

＊事業者が電話で勧誘を行って、申込みを受ける取引のこと。事実と異なる説明で勧誘したり、

クーリング･オフを断ったりすると違法

７ 便乗詐欺（新型コロナウイルスや原油・物価高など最近の情勢を利用したもの）

８ 特殊詐欺（振り込め詐欺など）

９ 送り付け詐欺

10 販売預託商法

＊高額商品を販売すると同時に顧客からその商品を預かり、別の顧客に貸し出すなどして高配当

を生むと勧誘する商法で、令和４年６月以降は禁止

11 容易に解約できないサブスク

＊「サブスクリプション」の略で、定額を支払うことで、一定期間、自由に商品やサービスの提

供を受けられるサービス形態。料金の支払時期や方法、解約の方法や条件をあらかじめ明示し

ていないものは違法

12 悪質な訪問販売

＊事業者が消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売や役務の提供を行う取引で、事実と異

なる説明で勧誘したり、適用となるクーリング･オフを断ったりすると違法

13 悪質な訪問購入（買い取り）

＊事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のことで、売買意識を示していな

い消費者を勧誘したり、契約物品以外の物品の売買を迫ることなどは違法

14 ゲーム課金トラブル

15 パソコンサポート詐欺

16 デート商法（国際ロマンス詐欺など）

17 サイドビジネス商法（投資詐欺、情報商材トラブル、違法な資格商法など）

18 タレント・モデル契約に関連したトラブル

19 借金（ローン）、多重債務

20 製品事故

21 産地・原材料偽装

22 食品等への異物混入

23 その他（ ）

24 いずれにも関心がない
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問８ 消費者教育を行う場として、最も適当だと思うのはどこですか。（２つまで○印）

１ 家庭

２ 学校（幼保育園、小・中・高校、大学など）

３ ＰＴＡ・保護者会

４ クラブ・サークル活動先

５ 勤務先（職場）

６ 行政機関

７ 町内会など地域自治会

８ 地域包括支援センター

９ その他（ ）

10 特にない

問９ あなたが普段、情報を得るために利用している手段・メディア等はどれですか。

（３つまで○印）

１ テレビ（ニュース、報道番組など）

２ テレビＣＭ

３ ラジオ

４ 新聞

５ 本、雑誌（週刊誌や専門誌を含む。）

６ インターネット（YouTube、インターネット TV を含む。）

７ ＳＮＳ（LINE や Instagram、Facebook、TikTok、Twitter など）

８ メール、メールマガジン

９ ポスター、チラシ

10 家族や友人からの情報

11 学校（授業や教員からの情報）

12 その他（ ）

問 10 店頭での代金の支払い方法として、あなたが最も利用することが多いのはどれですか。

（１つだけ○印）

１ 現金

２ スマホ決済 ＊スマホを使って代金の支払いをすること。スマホやアプリへ事前にお金をチャージ

（入金）して使用。

３ プリペイドカード ＊買物より前に購入（前払い）したカードのことで、その額面の商品やサービスを購入で

きる。チャージして繰り返し利用可能なものもある。

４ クレジットカード ＊買物の代金が、翌月以降の支払日に銀行口座から引き落とされるカード。

５ デビットカード ＊買物の代金を、銀行口座にあるお金から即時に支払いをするカード。

６ その他（ ）
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問 11 あなたは、今後、消費生活に関する内容について、どのようなことを知りたいと思いま

すか。（３つまで○印）

１ 消費者に関わりの深い法律、制度

２ 悪質商法などの手口とトラブルへの対処

３ 商品やサービスの安全性やリコール情報

４ クレジットカードのしくみやローンなど、金融に関する知識

５ 電子マネーやＱＲコード決済など、キャッシュレス決済に関する知識

６ 不動産取引や、資産形成に関する情報

７ 家計管理や生活設計についての知識

８ 食品の安全性や食品表示制度

９ 食品ロスの削減 ＊「食品ロス」：食べられるのに廃棄される食品

10 地産地消の商品の購入

11 節電・節水など省エネの実践

12 マイバッグ・マイ箸等の利用

13 環境に配慮した商品やサービスの選択

14 フェアトレード製品等の購入

＊「フェアトレード」：発展途上国の生産者や労働者の生活改善や自立のために、適正価

格での取引を保証した貿易の仕組み

15 くらしに役立つ衣食住などに関する知識

16 講座や催しなどのイベント情報

17 消費者問題に取り組む団体・グループなどの活動

18 消費生活トラブルの相談窓口の役割や利用方法

19 その他（ ）

20 特にない

問 12 今年４月から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられましたが、親の同意なく一人で

契約ができるなど、「18 歳になればできる」と認められているものとして、正しいと思う

ものはどれですか。（正しいと思うものすべてに○印）

１ 飲酒・喫煙

２ 結婚

３ 養子を迎える

４ 競馬や競輪などの公営ギャンブル

５ パチンコ

６ クレジットカードを作る、ローンを組む

７ 国政選挙等の投票、選挙運動

８ 普通自動車運転免許の取得

９ 中型自動車運転免許の取得

10 司法書士や薬剤師免許などの国家資格の取得

11 正しいと思うものはない
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問 13（高校生の方のみお答えください。）

「成年年齢引下げ」について、あなたはどのように感じますか。

（当てはまるものすべてに○印）

１ より早く大人の仲間入りができてうれしい

２ 社会の一員として期待されていると思う

３ プレッシャーに感じる

４ なんとなく面倒に感じる

５ 消費者被害にあうかもしれないと不安に感じる

６ 法律や制度について詳しく知ろうと思う

７ その他（ ）

８ 特に何とも思わない

副問１（問 13 の回答で「５」を選択した高校生のみお答えください。）

被害にあうかもしれないと、あなたが不安に思っている消費者トラブルはどのような

ことですか。（当てはまるものすべてに○印）

１ 情報商材やマルチなどの "もうけ話" トラブル

２ エステや美容医療などの "美容関連" トラブル

３ 健康食品や化粧品などの "定期購入" トラブル

４ 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など "ＳＮＳきっかけ" トラブル

５ 出会い系サイトやマッチングアプリの "出会い系" トラブル

６ デート商法などの "異性・恋愛関連" トラブル

７ 就活商法やオーディション商法などの "仕事関連" トラブル

８ 賃貸住宅や電力の契約など "新生活関連" トラブル

９ 消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの "借金・クレカ" トラブル

10 スマホやネット回線などの "通信契約" トラブル

11 音楽・動画配信やファッション、飲食などの "サブスク" トラブル

12 その他（ ）

※ご協力ありがとうございました。
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